
 ‒108‒

「文学部紀要」文教大学文学部第29-2号

 （1）

文教大学目録学研究会

【
翻
訳
】章

学
誠
『
校
讎
通
義
』
訳
注
（
七
）

巻
三
「
漢
志
諸
子
第
十
四
」（
中
）

文
教
大
学
目
録
学
研
究
会
訳
注

（
向
嶋
成
美
・
樋
口
泰
裕
・
渡
邉 

大
・
荒
川　

悠
・

宇
賀
神
秀
一
・
王 

連
旺
・
小
田
健
太
・
角 

祥
衣
）　
　
　

本
稿
は
、
章
学
誠
『
校
讎
通
義
』
の
訳
注
で
あ
る
。
今
号
で
は
、
巻
三
の
「
漢
志
諸
子
第
十
四
」
全
三
十
三
条
の
う
ち
、
第

十
一
条
か
ら
第
二
十
三 

条
ま
で
を
訳
出
す
る
。
樋
口
が
担
当
し
た
。
前
号
に
引
き
続
き
、
底
本
に
は
、
葉
瑛
『
文
史
通
義
校
注
』

（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
を
用
い
、
あ
わ
せ
て
、
嘉
業
堂
本
、
劉
公
純
標
点
の
『
文
史
通
義
』（
古
籍
出
版
社
、
一
九
五
六

年
、
中
華
書
局
新
一
版
、
一
九
六
一
年
）、
葉
長
清
『
文
史
通
義
注
』（
無
錫
国
学
専
修
学
校
叢
書
、
一
九
三
五
年
）、
王
重
民
『
校

讎
通
義
通
解
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
傅
傑
導
読
、
田
映
㬢
注
本
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）、
劉
兆

祐
『
校
讎
通
義
今
註
今
訳
』（
台
湾
学
生
書
局
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
校
讎
通
義　

章
学
誠　

漢
書
藝
文
志　

諸
子
略　

諸
子
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漢
志
諸
子
第
十
四

【
原
文
】

陰
陽
二
十
一
家
、
與
兵
書
陰
陽
十
六
家
、
同
名
異
術
、
偏
全

各
有
所
主
、
敍
例
發
明
其
同
異
之
故
、
抑
亦
可
矣
、
今
乃
缺
而

不
詳
、
失
之
疎
耳
﹇
注
一
﹈。
第
諸
子
陰
陽
之
本
敍
、
以
謂
「
出
於

羲
和
之
官
」、
數
術
七
種
之
總
敍
、
又
云
「
皆
明
堂
羲
和
史
ト

之
職
也
」﹇
注
二
﹈。
今
觀
陰
陽
部
次
所
敍
列
、
本
與
數
術
中
之
天

文
五
行
不
相
入
、
是
則
劉
、
班
敍
例
之
不
明
、
不
免
後
學
之
疑

惑
矣
。
蓋「
諸
子
略
」中
陰
陽
家
、乃
鄒
衍「
談
天
」、鄒
奭「
雕
龍
」

之
類
、
空
論
其
理
、
而
不
徵
其
數
者
也
﹇
注
三
﹈。「
數
術
略
」
之

天
文
曆
譜
諸
家
、
乃
「
泰
一
」、「
五
殘
」、「
日
月
星
氣
」、
以

及
「
黃
帝
」、「
顓
頊
」、「
日
月
宿
曆
」
之
類
、
顯
徵
度
數
、
而

不
衍
空
文
者
也
﹇
注
四
﹈。
其
分
門
別
類
、固
無
可
議
。
惟
於
敍
例
、

亦
似
鮮
所
發
明
爾
。
然
道
器
合
一
、
理
數
同
符
。
劉
向
父
子
校

讎
諸
子
、
而
不
以
陰
陽
諸
篇
付
之
太
史
尹
咸
、
以
爲
七
種
之
綱

領
、
固
已
失
矣
﹇
注
五
﹈。
敍
例
皆
引
羲
和
爲
官
守
、
是
又
不
精
之

咎
也
。
莊
周
「
天
下
」
之
篇
、敍
列
古
今
學
術
、其
於
諸
家
流
別
、

皆
折
衷
於
道
要
﹇
注
六
﹈。
首
章
稱
述
六
藝
、
則
云
「『
易
』
以
道

陰
陽
」、
是
『
易
』
爲
陰
陽
諸
書
之
宗
主
也
。
使
劉
、
班
著
略
、

於
諸
子
陰
陽
之
下
、
著
云
源
出
於
『
易
』、
於
『
易
』
部
之
下
、

著
云
古
者
掌
於
太
ト
、
則
官
守
師
承
之
離
合
、
不
可
因
是
而
考

其
得
失
歟
﹇
注
七
﹈。
至
於
羲
和
之
官
、
則
當
特
著
於
天
文
曆
譜
之

下
、
而
不
可
兼
引
於
諸
子
陰
陽
之
敍
也
。
劉
氏
父
子
精
於
曆
數

﹇
注
八
﹈、
而
校
書
猶
失
其
次
第
、
又
況
後
世
著
錄
、
大
率
偏
於
文

史
之
儒
乎
。﹇
注
九
﹈

右
十
四
之
十
一

【
訓
読
文
】

陰
陽
二
十
一
家
、
兵
書
の
陰
陽
十
六
家
と
、
名
を
同
じ
く
し

て
術
を
異
に
し
、
偏
全 

各
ゝ
主
と
す
る
所
有
り
、
叙
例 

其
の

同
異
の
故
を
発
明
す
れ
ば
、
抑
ゝ
亦
た
可
な
る
も
、
今
乃
ち
缺

き
て
詳
ら
か
な
ら
ず
、
之
を
疎
に
失
す
る
の
み
。
第
だ
諸
子
の

陰
陽
の
本
叙
に
、
以
て
「
羲
和
の
官
に
出
づ
」
と
謂
い
、
数
術

七
種
の
総
叙
に
、
又
た
「
皆
な
明
堂
羲
和
史
ト
の
職
な
り
」
と

云
う
。
今
陰
陽
の
部
次
の
叙
列
す
る
所
を
観
る
に
、
本
よ
り
数

術
中
の
天
文
五
行
と
相
い
入
れ
ず
、
是
れ
則
ち
劉
、
班
の
叙
例

の
明
ら
か
な
ら
ず
し
て
、
後
学
の
疑
惑
を
免
れ
ず
。
蓋
し
諸
子

略
中
の
陰
陽
家
、
乃
ち
鄒
衍
の
「
談
天
」、
鄒
奭
の
「
雕
龍
」

の
類
は
、
空
し
く
其
の
理
を
論
じ
、
而
し
て
其
の
数
に
徴
せ
ざ
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る
者
な
り
。
数
術
略
の
天
文
暦
譜
の
諸
家
は
、
乃
ち
「
泰
一
」、

「
五
残
」、「
日
月
星
気
」、
以
及
び
「
黄
帝
」、「
顓
頊
」、「
日
月

宿
暦
」
の
類
、
顕
ら
か
に
度
数
に
徴
し
、
而
し
て
空
文
を
衍
せ

ざ
る
者
な
り
。
其
の
門
を
分
か
ち
類
を
別
に
す
る
こ
と
、
固
よ

り
議
す
る
可
き
無
し
。
惟
だ
叙
例
に
於
い
て
、
亦
た
発
明
す
る

所
鮮
き
に
似
た
る
の
み
、
然
る
に
道
器
合
一
、
理
数
同
に
符
す
。

劉
向
父
子 

諸
子
を
校
讎
し
、
而
る
に
陰
陽
諸
篇
を
以
て
之
を

太
史
尹
咸
に
付
し
、
以
て
七
種
の
綱
領
と
為
さ
ず
、
固
に
已
に

失
う
。
叙
例
皆
な
羲
和
を
引
き
て
官
守
と
為
す
は
、
是
れ
又
た

精
な
ら
ざ
る
の
咎
な
り
。
荘
周
「
天
下
」
の
篇
に
、
古
今
の
学

術
を
叙
列
し
、
其
れ
諸
家
の
流
別
に
於
い
て
、
皆
道
要
を
折
衷

す
。
首
章
に
六
藝
を
称
述
し
、
則
ち
「『
易
』
は
以
て
陰
陽
を

道
う
」
と
云
う
は
、
是
れ
『
易
』
を
陰
陽
諸
書
の
宗
主
と
為
す

な
り
。使
し
劉
、班
の
略
を
著
し
て
、諸
子
陰
陽
の
下
に
於
い
て
、

著
し
て
源
は
『
易
』
に
出
づ
と
云
い
、『
易
』
部
の
下
に
於
い
て
、

著
し
て
古
は
太
ト
に
掌
る
と
云
え
ば
、則
ち
官
守
師
承
の
離
合
、

是
に
因
り
て
其
の
得
失
を
考
う
る
可
か
ら
ざ
ら
ん
か
。
羲
和
の

官
に
至
り
て
は
、則
ち
当
に
特
だ
天
文
暦
譜
の
下
に
著
す
べ
く
、

兼
ね
て
諸
子
陰
陽
の
叙
に
引
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
劉
氏
父
子 

暦
数
に
精
た
る
も
、
書
を
校
じ
て
猶
お
其
の
次
第
を
失
う
が
ご

と
く
、
又
た
況
ん
や
後
世
の
著
録
、
大
率
文
史
の
儒
に
偏
る
か
。

右
十
四
の
十
一

【
現
代
語
訳
】

陰
陽
家
の
二
十
一
家
は
、
兵
書
略
の
陰
陽
類
の
十
六
家
と
、

名
称
を
同
じ
く
し
て
学
術
が
異
な
り
、
部
分
や
全
体
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
に
重
ん
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
叙
例
が
そ
の
異
同
の

理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
れ
ば
、
さ
て
良
い
と
し
て
も
、
し
か

し
い
ま
は
不
充
分
で
詳
し
く
は
わ
か
ら
ず
、
疎
漏
に
失
し
て
い

る
。
ひ
と
ま
ず
諸
子
略
陰
陽
家
の
序
に
、「
羲
和
の
官
に
出
る
」

と
述
べ
な
が
ら
、
術
数
略
七
種
の
総
序
に
も
、「
皆
明
堂
羲
和

史
ト
の
職
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
ま
見
て
み
る
と
陰
陽

家
類
の
分
類
に
並
ぶ
書
物
は
、も
と
も
と
術
数
略
中
の
天
文
類
、

五
行
類
と
相
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
劉
氏
、
班

氏
の
叙
例
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
、
後
学
の
疑
い
を
免

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。思
う
に
諸
子
略
中
の
陰
陽
家
で
あ
る
、

鄒
衍
の
「
談
天
」、
鄒
奭
の
「
雕
龍
」
と
い
っ
た
類
は
、
い
た

ず
ら
に
理
を
論
じ
て
、
度
数
に
証
を
立
て
は
し
な
い
も
の
で
あ

る
。
一
方
、
術
数
略
の
天
文
暦
譜
の
諸
家
で
あ
る
、「
泰
一
」、

「
五
残
」、「
日
月
星
気
」、
そ
し
て
「
黄
帝
」、「
顓
頊
」、「
日
月
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宿
暦
」
と
い
っ
た
類
の
も
の
は
、明
確
に
度
数
に
証
拠
を
求
め
、

空
虚
な
文
辞
を
布
き
広
げ
た
り
は
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の

学
術
の
専
門
を
分
か
ち
種
類
を
別
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
と

よ
り
議
論
の
余
地
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。た
だ
叙
例
に
お
い
て
、

述
べ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
の
よ
う

で
、
し
か
し
、
道
と
器
は
互
い
に
合
致
し
、
理
と
数
は
し
っ
か

り
あ
わ
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
劉
向
父
子
は
諸
子
を
校
訂
し

て
整
理
し
た
が
、
陰
陽
家
の
諸
篇
を
太
史
の
尹
咸
に
任
せ
て
、

数
術
略
七
種
の
綱
領
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
も
と
も
と
の
誤

り
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
諸
子
略
の
陰
陽
家
類
と
、
数
術
略
の
叙

例
で
い
ず
れ
も
羲
和
を
引
い
て
官
守
と
し
て
い
る
の
も
、
精
確

さ
を
欠
い
た
過
ち
で
あ
る
。
荘
周
は
「
天
下
篇
」
の
中
で
、
古

今
の
学
術
を
述
べ
て
列
挙
し
、諸
家
の
学
問
の
流
別
に
つ
い
て
、

大
要
を
ま
と
め
て
い
る
。は
じ
め
の
章
で
六
藝
に
つ
い
て
述
べ
、

「『
易
』
は
陰
陽
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

『
易
』
が
陰
陽
の
諸
書
の
根
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
し
、
劉
氏
、
班
氏
の
目
録
で
、
諸
子
の
陰
陽
家
の
下
に
、「
源

は
『
易
』
に
出
る
」
と
述
べ
、『
易
』
部
の
下
に
、「
古
は
太
ト

に
掌
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
官
守
や
伝
承
の
離
合
に

つ
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
失
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
羲

和
の
官
に
つ
い
て
は
、
た
だ
数
術
略
天
文
暦
譜
類
の
下
に
示
す

べ
き
で
、同
時
に
諸
子
略
陰
陽
家
の
序
に
引
く
べ
き
で
は
な
い
。

劉
氏
父
子
は
暦
数
に
詳
し
か
っ
た
の
に
、
書
物
を
校
讎
し
て
次

第
を
失
っ
た
よ
う
で
あ
り
、ま
し
て
や
後
世
の
目
録
に
な
る
と
、

編
者
が
お
よ
そ
文
史
の
学
者
に
偏
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
知
れ

た
も
の
で
あ
る
。

右
十
四
の
十
一

【
訳
注
】

一　

諸
子
略
陰
陽
家
に
は
二
十
一
家
三
百
六
十
九
篇
を
著
録
し
て
い
る
。

序
文
に
、「
陰
陽
家
者
流
、
蓋
出
於
羲
和
之
官
、
敬
順
昊
天
、
歷
象
日

月
星
辰
、
敬
授
民
時
、
此
其
所
長
也
。
及 

拘
者
爲
之
、
則
牽
於
禁
忌
、

泥
於
小
數
、舍
人
事
而
任
鬼
神
。」と
あ
る
。
ま
た
、兵
書
略
は
兵
権
謀
、

兵
形
勢
、
陰
陽
、
兵
技
巧
の
四
類
に
分
か
れ
、
陰
陽
類
に
は
十
六
家
、

二
百
四
十
九
篇
、
図
十
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
序
文
に
、「
陰
陽
者
、

順
時
而
發
、
推
刑
德
、
隨
斗
擊
、
因
五
勝
、
假
鬼
神
而
爲
助
者
也
。」

と
あ
る
。「
偏
全
」
の
語
に
つ
い
て
、
宗
劉
篇
に
「
編
書
至
此
、
不
必

更
問
經
史
部
次
、
子
集
偏
全
、
約
略
篇
章
、
附
於
文
史
評
之
下
、
庶

乎
不
失
論
辨
流
別
之
義
耳
。」
と
見
え
る
。

二　

注
一
を
参
照
。『
尚
書
』
堯
典
に
「
乃
命
羲
和
、
欽
若
昊
天
、

象
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日
月
星
辰
、
敬
授
人
時
。」
と
あ
り
、
孔
伝
に
、「
重
黎
之
後
、
羲
氏

和
氏
世
掌
天
地
四
時
之
官
、
故
堯
命
之
、
使
敬
順
昊
天
。」
と
言
う
。

数
術
略
は
、
天
文
、
暦
譜
、
五
行
、
蓍
亀
、
雑
占
、
形
法
の
六
類
か

ら
な
る
。
序
文
に
「
數
術
者
、
皆
明
堂
羲
和
史
卜
之
職
也
。
史
官
之

廢
久
矣
、其
書
旣
不
能
具
、雖
有
其
書
而
無
其
人
。
易
曰
、『
苟
非
其
人
、

道
不
虛
行
。』 

春
秋
時
魯
有
梓
愼
、鄭
有
裨
竈
、晉
有
卜
偃
、宋
有
子
韋
。

六
國
時
楚
有
甘
公
、
魏
有
石
申
夫
。
漢
有
唐
都
、
庶
得
麤

。
蓋
有

因
而
成
易
、
無
因
而
成
難
、
故
因
舊
書
以
序
數
術
爲
六
種
。」
と
あ
る
。

章
学
誠
は
「
補
校
漢
藝
文
志
第
十
」
第
三
条
に
お
い
て
も
「
數
術
一
略
、

分
統
七
條
、
則
天
文
、
曆
譜
、
陰
陽
、
五
行
、
蓍
龜
、
雜
占
、
形
法
也
。」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
陰
陽
」
類
を
含
め
て
数
術
略
を
七
類
と
数

え
て
い
る
。
な
お
、
五
行
類
に
は
、
陰
陽
の
語
を
書
名
に
含
む
書
物

が
多
く
著
録
さ
れ
て
い
る
。

三　

諸
子
略
陰
陽
家
類
に
「
鄒
子
四
十
九
篇
」
が
著
録
さ
れ
、
班
固
自

注
に
「
名
衍
、
齊
人
、
爲
燕
昭
王
師
、
居
稷
下
、
號
談
天
衍
。」
と
あ

り
、『
後
漢
書
』
李
賢
注
所
引
の
『
別
録
』
佚
文
に
「
鄒
衍
之
所
言
五

德
終
始
、
天
地
廣
大
、
其
書
言
天
事
、
故
曰
談
天
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。

ま
た
、同
じ
く
「
鄒
奭
子
十
二
篇
」
を
著
録
し
、班
固
自
注
に
「
齊
人
、

號
曰
雕
龍
奭
。」
と
あ
り
、『
太
平
御
覧
』
所
引
『
別
録
』
佚
文
に
「
鄒

奭
者
、
頗
采
鄒
衍
之
術
、
迂
大
而

辯
、
文
具
難
勝
、
齊
人
美
之
、

頌
曰
談
天
鄒
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。

四　

数
術
略
天
文
類
に
は
、「
泰
壹
雜
子
星
二
十
八
卷
」、「
五
殘
雜
變
星

二
十
一
卷
」、「
常
從
日
月
星
氣
二
十
一
卷
」（
顔
師
古
注
云
「
常
從
、

人
姓
名
也
、
老
子
師
之
。」）
が
そ
れ
ぞ
れ
著
録
さ
れ
、
ま
た
、
数
術

略
暦
譜
類
に
は
、「
黃
帝
五
家
曆
三
十
三
卷
」、「
顓
頊
曆
二
十
一
卷
」

及
び
「
顓
頊
五
星
曆
十
四
卷
」、
ま
た
、「
日
月
宿
曆
十
三
卷
」
が
そ

れ
ぞ
れ
著
録
さ
れ
て
い
る
。

五　
「
漢
志
」
総
序
に
「
至
成
帝
時
、
以
書
頗
散
亡
、
使
謁
者
陳
農
求
遺

書
於
天
下
。
詔
光
祿
大
夫
劉
向
校
經
傳
諸
子
詩
賦
、
步
兵
校
尉
任
宏

校
兵
書
、
太
史
令
尹
咸
校
數
術
、
侍
醫
李
柱
國
校
方
技
。
每
一
書
已
、

向
輒
條
其
篇
目
、
撮
其
指
意
、
錄
而
奏
之
。」
と
あ
る
。

六　

本
章
第
十
条
、及
び
第
二
十
三
条
を
参
照
。『
荘
子
』
天
下
篇
に
「
古

之
人
其
備
乎
。
配
神
明
、
醇
天
地
、
育
萬
物
、
和
天
下
、
澤
及
百
姓
、

明
於
本
數
、
係
於
末
度
、
六
通
四
辟
、
小
大
精
粗
、
其
運
無
乎
不
在
。

其
明
而
在
數
度
者
、舊
法
世
傳
之
史
尙
多
有
之
。其
在
於
詩
書
禮
樂
者
、

鄒
魯
之
士
搢
紳
先
生
多
能
明
之
。
詩
以
道
志
、書
以
道
事
、禮
以
道
行
、

樂
以
道
和
、
易
以
道
陰
陽
、
春
秋
以
道
名
分
。
其
數
散
於
天
下
而
設

於
中
國
者
、
百
家
之
學
時
或
稱
而
道
之
。」
と
あ
る
。

七　
『
文
史
通
義
』易
教
上
に
、『
周
礼
』春
官
の
記
述
に
拠
り
な
が
ら
、「
周

官
太
卜
掌
三
易
之
法
、
夏
曰
連
山
、
殷
曰
歸
藏
、
周
曰
周
易
。」
と
述
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べ
る
。『
周
礼
』
鄭
注
に
「
問
龜
曰
卜
。
大
卜
、
卜
筮
官
之
長
。」
と

あ
り
、ま
た
、『
礼
記
』
曲
礼
下
に
「
天
子
建
天
官
、先
六
大
、曰
大
宰
、

大
宗
、
大
史
、
大
祝
、
大
士
、
大
卜
、
典
司
六
典
。」
と
あ
る
。
ま
た
、

「
補
校
漢
藝
文
志
第
十
」
第
五
条
に
「
陰
陽
、
蓍
龜
、
雜
占
三
條
、
當

附
易
經
爲
部
次
。」
と
述
べ
て
い
る
。

八　
『
漢
書
』
律
暦
志
に
「
至
孝
成
世
、
劉
向
總
六
曆
、
列
是
非
、
作
五

紀
論
。
向
子
歆
究
其
微
眇
、
作
三
統
曆
及
譜
以
說
春
秋
、
推
法
密
要
、

故
述
焉
。」
と
あ
る
。

九　

王
重
民
『
校
讎
通
義
通
解
』
は
、
文
廷
式
『
純
常
子
枝
語
』
巻
四

よ
り
以
下
の
指
摘
を
引
用
し
て
い
る
。「『
漢
書
藝
文
志
』
九
流
皆
略

有
考
見
之
書
、
惟
陰
陽
家
者
流
則
二
十
一
家
之
書
悉
皆
亡
佚
。
余
嘗

推
九
流
之
說
、
蓋
皆
欲
以
治
天
下
也
。
陰
陽
家
者
流
旣
與
儒
道
名
法

竝
列
、
則
與
數
術
六
種
之
書
、
必
不
相
類
。
班
孟
堅
以
爲
『
蓋
出
於

羲
和
之
官
、
敬
順
昊
天
、
歷
象
日
月
星
辰
、
敬
授
民
時
』、
尋
繹
其
說
、

則
『
明
堂
陰
陽
一
篇
』
乃
古
陰
陽
家
之
正
宗
也
、『
禮
記
』
之
『
月
令
』、

『
管
子
』
之
『
幼
官
』、
乃
陰
陽
家
之
遺
說
也
、
賈
誼
之
『
五
曹
官
制
』

殆
此
類
也
。
其
廣
言
之
、
則
以
一
代
之
興
、
必
秉
五
德
、
由
是
而
有

『
鄒
子
終
始
』、『
黃
帝
泰
素
』
諸
書
、
蓋
皆
欲
以
陰
陽
家
言
定
一
朝
之

制
作
也
、
其
所
以
異
於
兵
陰
陽
家
及
數
術
六
種
者
、
必
繇
於
此
。
章

實
齋
『
校
讎
通
義
』
不
得
其
故
、
奮
然
改
作
敍
例
云
、『
陰
陽
家
者
流
、

其
原
蓋
出
於
易
』
云
云
。
夫
推
本
於
『
易
』、
已
大
非
『
漢
志
』
原
本

官
守
之
義
、
且
如
此
、
則
與
數
術
家
何
別
歟
。
章
氏
精
於
目
錄
之
學
、

何
至
此

然
不
察
歟
。」

【
原
文
】

或
曰
、「
奭
、
衍
之
『
談
天
』『
雕
龍
』、
大
道
之
破
碎
也
。

今
曰
『
其
源
出
於
大
易
』、豈
不
荒
經
而
蔑
古
乎
。」﹇
注
一
﹈
答
曰
、

「
此
流
別
之
義
也
。
官
司
失
其
典
守
、
則
私
門
之
書
、
推
原
古

人
憲
典
、
以
定
其
離
合
、
師
儒
失
其
傳
授
、
則
遊
談
之
書
、
推

原
前
聖
經
傳
、
以
折
其
是
非
。
其
官
無
典
守
、
而
師
無
傳
習
者
、

則
是
不
根
之
妄
言
、
屛
而
絶
之
、
不
得
通
於
著
錄
焉
。
其
有
幸

而
獲
傳
者
、
附
於
本
類
之
下
、
而
明
著
其
違
悖
焉
。
是
則
著
錄

之
義
、
固
所
以
明
大
道
而
治
百
家
也
。
何
爲
荒
經
蔑
古
乎
。」

右
十
四
之
十
二

【
訓
読
文
】

或
ひ
と
曰
わ
く
、「
奭
、
衍
の
『
談
天
』『
雕
龍
』
は
、
大
道

の
破
碎
な
り
。
今
『
其
の
源
は
大
易
に
出
づ
』
と
曰
う
は
、
豈

に
経
を
荒
ら
し
て
古
を
蔑
せ
ざ
ら
ん
や
」と
。
答
え
て
曰
わ
く
、
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「
此
れ
流
別
の
義
な
り
。
官
司 

其
の
典
守
を
失
え
ば
、
則
ち
私

門
の
書
、
古
人
の
憲
典
を
推
原
し
て
、
以
て
其
の
離
合
を
定
め
、

師
儒 
其
の
伝
授
を
失
え
ば
、
則
ち
遊
談
の
書
、
前
聖
の
経
伝

を
推
原
し
て
、以
て
其
の
是
非
を
折
す
。
其
れ
官
に
典
守
無
く
、

師
に
伝
習
無
き
者
は
、
則
ち
是
れ
不
根
の
妄
言
に
し
て
、
屏
き

て
之
を
絶
ち
、
著
録
に
通
ず
る
を
得
ず
。
其
の
幸
に
し
て
伝
わ

る
を
獲
る
有
る
者
は
、
本
類
の
下
に
附
し
、
而
し
て
明
ら
か
に

其
の
違
悖
を
著
す
。
是
れ
則
ち
著
録
の
義
、
固
に
大
道
を
明
ら

か
に
し
て
百
家
を
治
む
る
所
以
な
り
。
何
ぞ
為
に
経
を
荒
ら
し

古
を
蔑
せ
ん
や
」
と
。

右
十
四
の
十
二

【
現
代
語
訳
】

あ
る
人
が
、「
鄒
奭
、
鄒
衍
の
『
談
天
』『
雕
龍
』
と
い
っ
た

著
作
は
、
大
い
な
る
道
が
破
れ
崩
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
あ

な
た
が
『
そ
の
源
は
大
い
な
る
『
易
』
に
出
る
』
と
言
う
の
は
、

経
典
を
や
ぶ
り
古
を
蔑
む
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と

言
っ
た
。
そ
れ
に
答
え
て
言
う
に
は
、「
こ
れ
は
流
別
の
義
で

あ
る
。
官
司
が
そ
の
掌
る
と
こ
ろ
を
失
え
ば
、
私
人
に
よ
る
学

門
の
書
物
が
、
古
人
に
よ
る
尊
ぶ
べ
き
典
籍
を
た
ず
ね
、
そ
れ

に
よ
っ
て
そ
の
離
合
を
見
定
め
る
も
の
だ
し
、
学
者
が
そ
の
伝

授
す
る
こ
と
を
失
え
ば
、遊
説
家
の
よ
う
な
者
に
よ
る
書
物
が
、

聖
賢
の
経
伝
を
た
ず
ね
、
そ
う
し
て
そ
の
是
非
を
定
め
る
も
の

で
あ
る
。
官
司
が
掌
る
こ
と
な
く
、
学
者
が
伝
習
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
な
も
の
は
、
根
本
の
な
い
妄
言
で
あ
っ
て
、
消
滅
し

て
断
絶
し
て
し
ま
い
、
目
録
に
載
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か

ら
、
幸
い
に
も
伝
わ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
本

類
の
下
に
附
し
て
、
し
っ
か
り
そ
の
誤
り
を
著
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
こ
そ
目
録
の
意
義
が
、
実
に
大
い
な
る
道
を
明
ら
か
に
し

て
百
家
を
総
べ
治
め
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
れ
に

よ
っ
て
経
典
を
や
ぶ
り
古
を
蔑
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。」

右
十
四
の
十
二

【
訳
注
】

一　

本
章
第
十
一
条
を
参
照
。

【
原
文
】

今
爲
陰
陽
諸
家
作
敍
例
、
當
云
「
陰
陽
家
者
流
、
其
原
蓋
出

於
『
易
』。」「
易
大
傳
」
曰
、「
一
陰
一
陽
之
謂
道
。」
又
曰
、「
易
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有
太
極
、
是
生
兩
儀
。」﹇
注
一
﹈
此
天
地
陰
陽
之
所
由
著
也
。
星

曆
司
於
保
章
、
卜
筮
存
乎
官
守
﹇
注
二
﹈。
聖
人
因
事
而
明
道
、
於

是
爲
之
演
『
易
』
而
繫
詞
﹇
注
三
﹈。
後
世
官
司
失
守
、
而
聖
敎

不
得
其
傳
、
則
有
「
談
天
」「
雕
龍
」
之
說
、
破
碎
支
離
、
去

道
愈
遠
、
是
其
弊
也
。
其
書
傳
者
有
某
甲
乙
、
得
失
如
何
、
則

陰
陽
之
原
委
明
矣
。
今
存
敍
例
、
乃
云
「
敬
順
昊
天
、
歷
象
日

月
星
辰
、
敬
授
人
時
。」﹇
注
四
﹈
此
乃
數
術
曆
譜
之
敍
例
、
於
衍
、

奭
諸
家
何
涉
歟
。

右
十
四
之
十
三

【
訓
読
文
】

今 

陰
陽
諸
家
の
為
に
叙
例
を
作
れ
ば
、
当
に
「
陰
陽
家
者

流
、其
の
原
は
蓋
し
『
易
』
に
出
づ
」
と
云
う
べ
し
。「
易
大
伝
」

に
曰
わ
く
、「
一
陰
一
陽 

之
を
道
と
謂
う
」
と
。
又
た
曰
わ
く
、

「
易
に
太
極
有
り
、
是
れ
両
儀
を
生
ず
」
と
。
此
れ
天
地
陰
陽

の
由
り
て
著
わ
る
所
な
り
。
星
暦
は
保
章
に
司
り
、
卜
筮
は
官

守
に
存
す
。
聖
人 

事
に
因
り
て
道
を
明
ら
か
に
し
、
是
に
於

い
て
之
が
為
に
『
易
』
を
演
し
て
詞
を
繋
く
。
後
世
官
司 

守

を
失
い
、
而
し
て
聖
教 

其
の
伝
わ
る
を
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
「
談

天
」「
雕
龍
」
の
説
有
り
て
、破
碎
支
離
し
、道
を
去
る
こ
と
愈
ゝ

遠
し
、
是
れ
其
の
弊
な
り
。
其
れ
伝
う
る
者
に
某
甲
乙
有
り
、

得
失
の
如
何
な
る
か
を
書
す
れ
ば
、
則
ち
陰
陽
の
原
委
明
ら
か

な
ら
ん
。
今 

叙
例
を
存
し
て
、 

乃
ち
「
敬
ん
で
昊
天
に
順
い
、

日
月
星
辰
を
歴
象
し
、
敬
ん
で
人
時
を
授
く
」
と
云
う
。
此
れ

乃
ち
数
術
暦
譜
の
叙
例
に
し
て
、
衍
、
奭
の
諸
家
に
於
い
て
何

ぞ
渉
る
か
。

右
十
四
の
十
三

【
現
代
語
訳
】

い
ま
も
し
、
陰
陽
家
た
ち
の
た
め
に
叙
例
を
作
る
と
す
れ

ば
、「
陰
陽
家
の
流
れ
は
、そ
の
源
は
『
易
』
か
ら
出
る
だ
ろ
う
」

と
言
う
べ
き
で
あ
る
。「
易
大
伝
」
に
、「
一
陰
と
一
陽
、
こ
れ

を
道
と
言
う
」
と
あ
り
、
ま
た
、「
易
に
太
極
が
あ
り
、
両
儀

を
生
む
」
と
言
う
。
こ
れ
は
天
地
が
陰
陽
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と

を
言
う
も
の
で
あ
る
。
天
体
や
星
暦
の
こ
と
は
保
章
氏
に
掌
ら

れ
、
卜
筮
の
こ
と
は
官
の
職
掌
と
し
て
保
た
れ
て
い
た
。
聖
人

は
事
象
に
よ
り
な
が
ら
道
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
で
そ
の
た
め

に
『
易
』
を
演
繹
し
て
言
説
を
附
し
た
の
で
あ
っ
た
。
後
世
に

な
り
官
が
そ
の
守
る
べ
き
と
こ
ろ
を
失
い
、
聖
人
の
教
え
が
伝

わ
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、「
談
天
」「
雕
龍
」
と
い
っ
た
言
説
が
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生
ま
れ
、
教
え
が
崩
れ
て
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
道
か
ら
い
よ
い

よ
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
弊
害
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
伝
え
た
者
に
誰
が
い
て
、
得
失
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か

を
著
せ
ば
、
陰
陽
家
の
源
流
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い

ま
は
叙
例
を
置
い
て
、
な
ん
と
も
「
つ
つ
し
ん
で
天
に
し
た
が

い
、
天
体
の
運
行
を
観
測
し
、
つ
つ
し
ん
で
農
耕
の
時
節
を
授

け
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
ま
っ
た
く
数
術
略
暦
譜
類

の
叙
例
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
鄒
衍
、
鄒
奭
の
陰
陽
諸
家

に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

右
十
四
の
十
三

【
訳
注
】

一　
『
易
』
繋
辞
伝
上
。

二　
『
周
礼
』
春
官
に
「
保
章
氏
掌
天
星
、
以
志
星
辰
日
月
之
變
動
、
以

觀
天
下
之

、
辨
其
吉
凶
。」
と
あ
り
、
同
じ
く
「
太
卜
掌
三
易
之
法
、

一
曰
連
山
、
二
曰
歸
藏
、
三
曰
周
易
、
其
經
卦
皆
八
、
其
別
皆
六
十

有
四
。」
と
あ
る
。

三　
『
史
記
』
孔
子
世
家
に
「
孔
子
晩
而
喜
易
、
序
彖
、
繫
、
象
、
說
卦
、

文
言
。」
と
あ
る
。

四　

諸
子
略
陰
陽
家
序
。
本
章
第
十
一
条
の
注
一
を
参
照
。

【
原
文
】

陰
陽
家
「
公
檮
生
終
始
十
四
篇
」、在
「
鄒
子
終
始
五
十
六
篇
」

之
前
、
而
班
固
注
云
、「
公
檮
傳
鄒
奭
『
始
終
』
書
。」
豈
可
使

創
書
之
人
、居
傳
書
之
人
後
乎﹇
注
一
﹈。
又「
鄒
子
終
始
五
十
六
篇
」

之
下
注
云
、「
鄒
衍
所
說
。」﹇
注
二
﹈而
公
檮
下
注
、「
鄒
奭『
始
終
』。」

名
旣
互
異
、而
以
終
始
爲
始
終
、亦
必
有
錯
訛
也
﹇
注
三
﹈。
又
「
閭

丘
子
十
三
篇
」、「
將
鉅
子
五
篇
」、 

班
固
俱
注
云
「
在
南
公
前
」

﹇
注
四
﹈。
而
其
書
俱
列
「
南
公
三
十
一
篇
」
之
後
、
亦
似
不
可
解

也
﹇
注
五
﹈。
觀
「
終
始
五
德
之
運
」、
則
以
爲
始
終
誤
也
﹇
注
六
﹈。

右
十
四
之
十
四

【
訓
読
文
】

陰
陽
家
の
「
公
檮
生
終
始
十
四
篇
」、「
鄒
子
終
始
五
十
六
篇
」

の
前
に
在
り
、
而
る
に
班
固
注
し
て
云
う
、「
公
檮 

鄒
奭
の

『
始
終
』
の
書
を
伝
う
」
と
。
豈
に
創
書
の
人
を
し
て
、
伝
書

の
人
の
後
に
居
ら
し
む
可
け
ん
や
。
又
た
「
鄒
子
終
始
五
十
六

篇
」
の
下
に
注
し
て
云
う
、「
鄒
衍
の
説
く
所
な
り
」
と
。
而

し
て
公
檮
の
下
に
注
し
て
、「
鄒
奭
『
始
終
』」
と
。
名
既
に
互

い
に
異
な
り
、
而
も
終
始
を
以
て
始
終
と
為
す
も
、
亦
た
必
ず

錯
訛
有
る
な
り
。
又
た
「
閭
丘
子
十
三
篇
」、「
将
鉅
子
五
篇
」、 
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班
固
倶
に
注
し
て
「
南
公
の
前
に
在
り
」
と
云
う
。
而
る
に
其

の
書
倶
に
「
南
公
三
十
一
篇
」
の
後
に
列
ぶ
る
も
、
亦
た
解
す

可
か
ら
ざ
る
に
似
た
る
な
り
。「
終
始
五
徳
之
運
」
を
観
れ
ば
、

則
ち
以
て
始
終
の
誤
り
と
為
す
な
り
。

右
十
四
の
十
四

【
現
代
語
訳
】

陰
陽
家
の
「
公
檮
生
終
始
十
四
篇
」
は
、「
鄒
子
終
始

五
十
六
篇
」
の
前
に
あ
る
が
、
班
固
は
注
し
て
、「
公
檮
は
鄒

奭
の
『
始
終
』
の
書
を
伝
え
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ど
う
し
て

書
物
を
は
じ
め
に
著
し
た
者
を
、
そ
れ
を
伝
え
た
者
の
後
に
置

い
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。ま
た
、「
鄒
子
終
始
五
十
六
篇
」

の
下
に
注
し
て
、「
鄒
衍
の
説
く
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
つ
つ
、

公
檮
の
下
に
注
し
て
、「
鄒
奭
『
始
終
』」
と
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

著
者
名
が
異
な
っ
て
い
る
上
に
、「
終
始
」
を
「
始
終
」
と
し

て
い
る
の
も
、
必
ず
や
誤
り
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、「
閭

丘
子
十
三
篇
」、「
将
鉅
子
五
篇
」
に
つ
い
て
、 

班
固
は
い
ず
れ

も
注
し
て「
南
公
の
前
の
人
で
あ
る
」と
言
っ
て
い
る
。し
か
し
、

そ
の
書
物
が
い
ず
れ
も
「
南
公
三
十
一
篇
」
の
後
に
並
ん
で
い

る
の
も
、
ま
た
理
解
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。『
漢
書
』
郊
祀

志
に
「
終
始
五
徳
之
運
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、「
始
終
」
が

誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

右
十
四
の
十
四

【
訳
注
】

一　
「
始
終
書
」、
嘉
業
堂
本
は
「
終
始
書
」
に
作
る
。「
公
檮
生
終
始

十
四
篇
」に
つ
い
て
、班
固
自
注
に「
傳
鄒
奭
始
終
書
」と
あ
り
、『
文
選
』

所
収
「
魏
都
賦
」
李
善
注
所
引
『
七
略
』
佚
文
に
「
鄒
子
有
終
始
五
德
、

從
所
不
勝
、土
德
後
木
德
繼
之
、金
德
次
之
、火
德
次
之
、水
德
次
之
。」

と
述
べ
ら
れ
る
。

二　

現
行
の
『
漢
書
』
で
は
、
章
学
誠
が
引
く
注
文
は
班
固
の
自
注
と

し
て
で
は
な
く
、
顔
師
古
注
と
し
て
見
え
る
。

三　
「
異
」
字
、
嘉
業
堂
本
は
「
易
」
字
に
作
る
。『
漢
書
補
注
』
に
銭

大
昭
の
言
を
引
い
て
、「
案
下
有
『
鄒
子
終
始
五
十
六
篇
』、
則
此
注

始
終
當
作
終
始
矣
。
奭
字
亦
誤
、
作
終
始
者
是
鄒
衍
、
非
鄒
奭
也
。」

と
述
べ
る
。
ま
た
、『
漢
書
藝
文
志
条
理
』
に
「
鄧
名
世
『
古
今
姓
氏

書
辨
證
』、『
公
檮
氏
、「
漢
藝
文
志
」
有
「
公
檮
生
終
始
十
四
篇
、
傳

黃
帝
終
始
之
術
。」』
是
原
注
傳
黃
帝
終
始
書
、今
注
乃
傳
寫
之
誤
也
。」

と
述
べ
る
。
な
お
、
姚
振
宗
の
引
く
『
古
今
姓
氏
書
辨
証
』
は
南
宋

紹
興
四
年
に
成
書
し
た
。
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四　
「
丘
」
字
、
嘉
業
堂
本
は
「
邱
」
字
に
作
る
。「
閭
丘
子
十
三
篇
」

の
班
固
の
自
注
に
「
名
快
、
魏
人
、
在
南
公
前
。」
と
あ
り
、「
將
鉅

子
五
篇
」
の
班
固
自
注
に
「
六
國
時
。
先
南
公
、南
公
稱
之
。」
と
あ
る
。

五　
「
南
公
三
十
一
篇
」
の
班
固
自
注
に
「
六
國
時
」
と
言
う
。
諸
書
の

並
び
順
の
問
題
に
つ
い
て
、『
漢
書
藝
文
志
条
理
』
に
は
、「
按
古
人

之
書
、
多
不
出
本
人
之
手
、
皆
門
弟
子
傳
其
學
者
所
輯
錄
。『
七
略
』

據
其
成
書
之
先
後
爲
次
、
故
有
似
乎
雜
亂
、
實
則
倫
貫
有
敍
矣
。」
と

述
べ
、
章
氏
と
は
ま
た
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

六　
『
漢
書
』
郊
祀
志
に
「
自
齊
威
宣
時
、
騶
子
之
徒
論
著
終
始
五
德
之

運
、
及
秦
帝
而
齊
人
奏
之
、
故
始
皇
采
用
之
。」
と
あ
る
。

【
原
文
】

「
五
曹
官
制
五
篇
」、
列
陰
陽
家
、
其
書
今
不
可
考
。
然
觀
班

固
注
云
、「
漢
制
、
似
賈
誼
所
條
。」
按
『
誼
傳
』、「
誼
以
爲
當

改
正
朔
、易
服
色
、定
制
度
、定
官
名
、興
禮
樂
、草
具
其
儀
法
、

色
尙
黃
、數
用
五
、爲
官
名
。」﹇
注
一
﹈
此
其
所
以
爲
『
五
曹
官
制
』

歟
。
如
此
則
當
入
於
官
禮
、今
附
入
陰
陽
家
言
、豈
有
當
耶﹇
注
二
﹈。

大
約
此
類
、
皆
因
終
始
五
德
之
意
、
故
附
於
陰
陽
、
然
則
『
周

官
』
六
典
、
取
象
天
地
四
時
、
亦
可
入
於
曆
譜
家
矣
﹇
注
三
﹈。

右
十
四
之
十
五

【
訓
読
文
】

「
五
曹
官
制
五
篇
」、
陰
陽
家
に
列
ぶ
も
、
其
の
書 

今
考
う

る
可
か
ら
ず
。
然
る
に
班
固
注
し
て
「
漢
制
な
り
、
賈
誼
の
条

す
る
所
に
似
た
り
」
と
云
う
を
観
る
に
、按
ず
る
に
誼
の
伝
に
、

「
誼
以
為
く
当
に
正
朔
を
改
め
、
服
色
を
易
え
、
制
度
を
定
め
、

官
名
を
定
め
、
礼
楽
を
興
し
、
其
の
儀
法
を
草
具
し
、
色
は
黄

を
尚
び
、
数
は
五
を
用
い
て
、
官
名
と
為
す
べ
し
」
と
、
此
れ

其
の
『
五
曹
官
制
』
を
為
す
所
以
な
る
か
。
此
く
の
如
く
な
れ

ば
則
ち
当
に
官
礼
に
入
る
る
べ
く
、
今 

附
し
て
陰
陽
家
の
言

に
入
る
る
は
、
豈
に
当
有
ら
ん
や
。
大
約
此
の
類
、
皆
終
始
五

徳
の
意
に
因
る
が
、
故
に
陰
陽
に
附
す
、
然
ら
ば
則
ち
『
周
官
』

の
六
典
、
象
を
天
地
四
時
に
取
る
も
、
亦
た
暦
譜
家
に
入
る
る

可
き
な
ら
ん
。

右
十
四
の
十
五

【
現
代
語
訳
】

「
五
曹
官
制
五
篇
」
は
、
陰
陽
家
に
並
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
書
物
は
い
ま
で
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、



 ‒97‒

章学誠『校讎通義』訳注（七）巻三「漢志諸子第十四」（中）

 （12）

班
固
が
注
し
て
「
漢
制
で
あ
り
、
賈
誼
が
立
て
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
」と
述
べ
る
の
を
見
る
と
、思
う
に
賈
誼
の
伝
記
に
、「
賈

誼
は
、
正
朔
を
改
め
、
制
服
の
色
を
変
え
、
制
度
を
定
め
、
官

名
を
定
め
、
礼
楽
を
盛
ん
に
し
、
儀
法
を
あ
ら
か
た
整
え
、
色

は
黄
色
を
尊
び
、
数
は
五
を
用
い
て
、
官
職
の
名
称
と
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
た
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
賈
誼
が
『
五
曹
官
制
』

を
著
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
当
然
官
府
の

礼
法
の
分
類
に
収
め
る
べ
き
で
あ
り
、
い
ま
陰
陽
家
の
言
説
に

附
随
さ
せ
て
い
る
の
は
、
適
当
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
お
よ

そ
こ
の
類
の
書
物
は
、
い
ず
れ
も
終
始
五
徳
の
意
に
よ
り
な
が

ら
、
陰
陽
家
に
附
随
さ
せ
て
お
り
、
そ
れ
で
は
、『
周
官
』
の

六
典
が
天
地
四
時
に
か
た
ど
っ
て
い
る
の
も
、
数
術
略
暦
譜
類

に
入
れ
る
の
が
よ
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。

右
十
四
の
十
五

【
訳
注
】

一　
『
漢
書
』
賈
誼
伝
に
「
誼
以
爲
漢
興
二
十
餘
年
、
天
下
和
洽
、
宜
當

改
正
朔
、
易
服
色
制
度
、
定
官
名
、
興
禮
樂
。
乃
草
具
其
儀
法
、
色
上
黃
、

數
用
五
、
爲
官
名
悉
更
、
奏
之
。」
と
あ
る
。
本
章
第
五
条
を
参
照
。

二　

官
礼
に
つ
い
て
、
本
章
第
二
条
の
注
二
を
参
照
。

三　
『
漢
書
藝
文
志
条
理
』
に
は
、「
按
『
漢
書
』
魏
相
傳
、『
相
數
條
漢

興
以
來
、
國
家
便
宜
行
事
、
及
賢
臣
賈
誼
、

錯
、
董
仲
舒
等
所
言
奏
、

請
施
行
之
。
又
數
采「
易
」陰
陽
及「
明
堂
」「
月
令
」、奏
之
曰
、「『
易
』曰
、

『
天
地
以
順
動
、
故
日
月
不
過
、
四
時
不

。
聖
以
順
動
、
故
刑
罰
淸
而

民
服
。」
天
地
變
化
、
必
繇
陰
陽
。
陰
陽
之
分
、
以
日
爲
紀
。
日
冬
夏
至
、

則
八
風
之
序
立
、
萬
物
之
性
成
、
各
有
常
職
、
不
得
相
干
。
東
方
之
神

太
昊
、
乘
震
執
規
、
司
春
。
南
方
之
神
炎
帝
、
乘
離
執
衡
、
司
夏
。
西

方
之
神
少
昊
、
乘
兌
執
矩
、
司
秋
、
北
方
之
神
顓
頊
、
乘
坎
執
權
、
司
冬
、

中
央
之
神
黃
帝
、
乘
坤
艮
執
繩
、
司
下
土
。
茲
五
帝
所
司
、
各
有
時
也
。

東
方
之
卦
不
可
以
治
西
方
、
南
方
之
卦
不
可
以
治
北
方
。
春
興
兌
治
則

饑
、
秋
興
震
治
則
崋
。
明
王
謹
於
尊
天
、
愼
于
養
人
、
故
立
羲
和
之
官

以
乘
四
時
、
節
授
民
事
。
臣
愚
以
爲
陰
陽
者
、
王
事
之
本
、
羣
生
之
命
、

自
古
賢
聖
未
有
不
繇
者
也
。』
此
五
曹
官
制
、
本
陰
陽
五
行
以
爲
言
、
而

羲
和
官
守
所
有
事
、
故
『
七
略
』
入
之
此
門
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

【
原
文
】

于
長
「
天
下
忠
臣
九
篇
」、入
陰
陽
家
、前
人
已
有
議
其
非
者
。

﹇
注
一
﹈
或
曰
、其
書
今
已
不
傳
、無
由
知
其
義
例
。
然
劉
向『
別
錄
』

云
、「
傳
天
下
忠
臣
。」﹇
注
二
﹈
則
其
書
亦
可
以
想
見
矣
。
縱
使

其
中
參
入
陰
陽
家
言
、
亦
宜
別
出
互
見
、
而
使
觀
者
得
明
其
類
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例
、
何
劉
、
班
之
無
所
區
別
耶
。
蓋
『
七
略
』
未
立
史
部
、
而

傳
記
一
門
之
撰
著
、
惟
有
劉
向
『
列
女
』、
與
此
二
書
耳
﹇
注
三
﹈。

附
於
「
春
秋
」
而
別
爲
之
說
、猶
愈
於
攙
入
陰
陽
家
言
也
。﹇
注
四
﹈

右
十
四
之
十
六

【
訓
読
文
】

于
長
の
「
天
下
忠
臣
九
篇
」、
陰
陽
家
に
入
る
る
は
、
前
人

に
已
に
其
の
非
を
議
す
る
者
有
り
。
或
ひ
と
曰
わ
く
、
其
の
書

今
已
に
伝
わ
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
義
例
を
知
る
に
由
無
し
と
。
然

る
に
劉
向
『
別
録
』
に
、「
天
下
の
忠
臣
を
伝
う
」
と
云
え
ば
、

則
ち
其
の
書
亦
た
以
て
想
見
す
可
し
。
縱
使
其
の
中
に
陰
陽
家

の
言
を
参
入
す
る
も
、
亦
た
宜
し
く
別
出
互
見
す
べ
し
、
観
者

を
し
て
其
の
類
例
を
明
ら
か
に
す
る
を
得
し
め
ん
、
何
ぞ
劉
、

班
の
区
別
す
る
所
無
き
や
。
蓋
し
『
七
略
』
未
だ
史
部
を
立
て

ず
、
而
し
て
伝
記
の
一
門
の
撰
著
は
、
惟
だ
劉
向
『
列
女
』
と
、

此
と
の
二
書
有
る
の
み
。「
春
秋
」
に
附
し
て
別
に
之
が
為
に

説
け
ば
、
猶
お
陰
陽
家
の
言
に
攙
入
す
る
に
愈
る
が
ご
と
き
な

り
。右

十
四
の
十
六

【
現
代
語
訳
】

于
長
の
「
天
下
忠
臣
九
篇
」
が
、
陰
陽
家
に
入
っ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
人
に
そ
の
誤
り
を
議
論
す
る
者
が

あ
る
。
ま
た
あ
る
者
は
、
そ
の
書
物
は
い
ま
に
は
も
う
伝
わ
っ

て
い
な
い
の
で
、
義
例
を
知
る
術
が
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、

劉
向
『
別
録
』
に
は
、「
天
下
の
忠
臣
を
伝
え
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
る
の
で
、
そ
の
書
物
の
内
容
に
つ
い
て
も
想
像
す
る
こ

と
は
で
き
る
。
た
と
え
書
物
の
中
に
陰
陽
家
の
言
説
を
交
え
て

い
た
と
し
て
も
、
ま
た
別
出
互
見
す
べ
き
で
、
そ
う
し
て
目
録

を
見
る
者
に
そ
の
分
類
を
明
ら
か
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ど
う
し
て
劉
氏
、
班
氏
は
区
別
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
思
う
に
、『
七
略
』で
は
ま
だ
史
部
を
立
て
て
お
ら
ず
、

伝
記
の
ジ
ャ
ン
ル
の
著
述
は
、
た
だ
劉
向
『
列
女
伝
』
と
、
こ

の
書
物
と
の
二
部
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。「
春
秋
」
の
部
に

従
え
て
ま
た
別
に
説
明
を
加
え
れ
ば
、
陰
陽
家
の
書
物
の
中
に

混
ぜ
る
よ
り
は
よ
い
だ
ろ
う
。

右
十
四
の
十
六

【
訳
注
】

一　

班
固
自
注
に
「
平
陰
人
、
近
世
。」
と
あ
る
。「
前
人
」
は
、
王
応
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麟
な
ど
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。『
困
学
紀
聞
』
考
史
篇
に
「『
藝
文
志
』、

于
長
『
天
下
忠
臣
九
篇
』。
劉
向
『
別
錄
』
云
、『
傳
天
下
忠
臣
。』
愚

謂
忠
臣
傳
當
在
史
記
之
錄
、
而
列
於
陰
陽
家
何
也
。『
七
略
』、
劉
歆

所
爲
、
班
固
因
之
。
歆
漢
之
賊
臣
、
其
抑
忠
臣
也
則
宜
。」
と
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
王
応
麟
の
発
言
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、『
漢
書
補
注
』

に
引
く
陶
憲
曾
の
言
に
「
長
書
今
不
傳
、
其
列
陰
陽
、
自
別
有
意

、

後
人
不
見
其
書
、
無
從
臆
測
。
王
應
麟
『
困
學
紀
聞
』
乃
以
此
詆
劉

歆
抑
忠
臣
、
過
矣
。」
と
あ
る
。

二　

顔
師
古
注
所
引
。

三　
『
列
女
伝
』
は
儒
家
類
に
著
録
さ
れ
る
「
劉
向
所
序
六
十
七
篇
」
に

含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
劉
向
所
序
六
十
七
篇
」
の
班
固
自
注

に
「
新
序
、
說
苑
、
世
說
、
列
女
傳
頌
圖
也
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。「
補

校
漢
藝
文
志
第
十
」
第
八
条
を
参
照
。

四　

章
炳
麟
は
、
鄒
衍
以
来
、
陰
陽
五
行
説
に
よ
っ
て
経
義
や
忠
孝
を

説
く
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
于
長
の
書
が
陰
陽
家

に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
、章
学
誠
の
理
解
を
批
判
し
て
い
る
。「
説

于
長
書
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
漢
藝
文
志
、
有
于
長
天
下
忠
臣
九

篇
、
入
陰
陽
家
。
自
王
應
麟
始
發
難
、
章
學
誠
故
竺
信
七
略
、
猶

爲
異
論
、
不
覩
其
書
、
則
伊
尹
、
周
公
在
道
家
、
務
成
子
在
小
說
、

尙
不
可
知
、
獨
是
書
耶
。
若
徵
驗
他
書
、
承
意
逆
志
、
故
確
然
昭
晰
也
。

古
者
言
忠
孝
、傳
諸
五
行
。
淮
南
子
泰
族
訓
曰
、『
澄
列
金
、木
、水
、火
、

土
之
性
、
故
立
父
子
之
親
而
成
家
。』
斯
旣
然
矣
。
河
閒
獻
王
問
溫
城

董
君
曰
、『
孝
經
曰
、
夫
孝
、
地
之
義
、
何
謂
也
。
對
曰
、
地
由
雲
爲

雨
、
起
氣
爲
風
、
風
雨
者
、
地
之
所
爲
。
地
不
敢
有
其
功
名
、
必
上

之
于
天
、
命
若
從
天
氣
者
、
故
曰
、
天
風
天
雨
也
。
莫
曰
地
風
地
雨
也
。

勤
勞
在
地
、
名
一
歸
于
天
、
非
至
有
義
、
其
孰
能
行
此
。
故
下
事
上
、

如
地
事
天
也
、
可
謂
大
忠
矣
。
土
者
、
火
之
子
也
、
五
行
莫
貴
于
土
。

土
于
四
時
無
所
命
者
、
不
與
火
分
功
名
、
木
名
春
、
火
名
夏
、
金
名
秋
、

水
名
冬
、
忠
臣
之
義
、
孝
子
之
行
、
取
之
土
。
土
者
、
五
行
最
貴
者
也
、

其
義
不
可
以
加
矣
。
五
聲
莫
貴
于
宮
、
五
味
莫
美
于
甘
、
五
色
莫
盛

于
黃
、
此
謂
孝
者
、
地
之
義
也
。』
董
生
又
曰
、『
木
已
生
而
火
養
之
、

金
已
死
而
水
藏
之
、
火
樂
木
而
養
以
陽
、
水
剋
金
而
喪
以
陰
、
土
之

事
天
竭
其
忠
。
故
五
行
者
、
乃
孝
子
忠
臣
之
行
也
。
五
行
之
爲
言
也
、

猶
五
行
歟
。
是
故
以
得
辭
也
。
聖
人
知
之
、
故
多
其
愛
而
少
嚴
、
厚

養
生
而
謹
送
終
、
就
天
之
制
也
。
以
子
而
迎
成
養
、
如
火
之
樂
木
也
、

喪
父
、
如
水
之
剋
金
也
、
事
君
、
若
土
之
敬
天
也
。
可
謂
有
行
人
矣
。』

自
騶
衍
以
陰
陽
消
息
、
止
乎
君
臣
上
下
六
親
之
施
、
漢
興
益
著
。
至

董
生
則
比
傳
經
義
、以
五
行
說
忠
臣
。
今
于
長
書
雖
放
失
、擬
儀
其
旨
、

以
是
爲
根
株
、
故
入
陰
陽
家
、
無
所
惑
也
。
輓
近
若
莊
存
與
、
劉
逢
祿
、

宋
翔
鳳
諸
儒
、
多
熹
宗
宗
董
生
、
排
劉
子
駿
、
浸
益
譟
讙
。
如
于
長
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所
述
者
、
非
通
觀
于
董
、
劉
勿
能
諭
。
諸
淺
見
寡
聞
、
率
其
胸
臆
者
、

則
幾
于
結
舌
矣
。」（『
太
炎
文
録
初
編
』
文
録
巻
一
）

【
原
文
】

法
家「
申
子
六
篇
」、其
書
今
失
傳
矣﹇
注
一
﹈。
按
劉
向『
別
錄
』、

「
申
子
學
號
刑
名
、
以
名
責
實
、
尊
君
卑
臣
、
崇
上
抑
下
。」﹇
注
二
﹈

荀
卿
子
曰
、「
申
子
蔽
於
勢
而
不
知
智
。」﹇
注
三
﹈
韓
非
子
曰
、「
申

不
害
徒
術
而
無
法
。」﹇
注
四
﹈
是
則
申
子
爲
名
家
者
流
、而
「
漢
志
」 

部
於
法
家
、
失
其
旨
矣
。﹇
注
五
﹈

右
十
四
之
十
七

【
訓
読
文
】

法
家
の
「
申
子
六
篇
」、
其
の
書 

今
伝
わ
る
を
失
う
。
按
ず

る
に
劉
向
『
別
録
』
に
、「
申
子
の
学
は
刑
名
を
号
し
、
名
を

以
て
実
を
責
め
、
君
を
尊
び
臣
を
卑
し
み
、
上
を
崇
び
下
を
抑

う
」
と
。
荀
卿
子
曰
わ
く
、「
申
子
は
勢
に
蔽
わ
れ
て
智
を
知

ら
ず
」
と
。
韓
非
子
曰
わ
く
、「
申
不
害
は
、
徒
だ
術
あ
る
の

み
に
し
て
法
無
し
」と
。
是
れ
則
ち
申
子
は
名
家
者
流
為
る
も
、

而
る
に
「
漢
志
」
法
家
に
部
す
る
は
、
其
の
旨
を
失
う
。

右
十
四
の
十
七

【
現
代
語
訳
】

法
家
に
著
録
さ
れ
て
い
る
「
申
子
六
篇
」
に
つ
い
て
、
そ
の

書
物
は
い
ま
で
は
伝
わ
ら
な
い
。思
う
に
、劉
向『
別
録
』に
、「
申

子
の
学
は
刑
名
を
号
し
、
名
に
よ
り
な
が
ら
実
を
批
判
し
、
君

主
を
尊
び
臣
下
を
卑
し
み
、上
の
者
を
崇
め
下
の
者
を
抑
え
る
」

と
あ
り
、
荀
子
は
、「
申
子
は
権
勢
主
義
に
お
お
わ
れ
て
知
の

働
き
を
知
ら
な
い
」
と
述
べ
、
ま
た
、
韓
非
子
は
、「
申
不
害

は
た
だ
術
が
あ
る
ば
か
り
で
法
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ

た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
申
子
は
名
家
の
流
れ
で

あ
る
の
に
、「
漢
書
藝
文
志
」
が
法
家
に
分
類
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
主
旨
を
見
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
。

右
十
四
の
十
七

【
訳
注
】

一　

法
家
類
序
文
に「
法
家
者
流
、蓋
出
於
理
官
、信
賞
必
罰
、以
輔
禮
制
。

易
曰
、『
先
王
以
明
罰
飭
法
』、
此
其
所
長
也
。
及
刻
者
爲
之
、
則
無

敎
化
、
去
仁
愛
、
專
任
刑
法
而
欲
以
致
治
、
至
於
殘
害
至
親
、
傷
恩

薄
厚
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
法
家
類
に
著
録
さ
れ
る
「
申
子
六
篇
」
の

班
固
の
自
注
に
「
名
不
害
、
京
人
、
相
韓
昭
侯
、
終
其
身
諸
侯
不
敢
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侵
韓
。」
と
あ
る
。『
史
記
』
本
伝
に
「
申
子
之
學
本
於
黃
老
而
主
刑
名
。

著
書
二
篇
、
號
曰
申
子
。」
と
述
べ
、
同
じ
く
韓
非
伝
に
「
太
史
公
曰
、

…
申
子
卑
卑
、
施
之
於
名
實
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
張
守
節
正

義
所
引
『
七
録
』
佚
文
に
「
申
子
三
卷
」
と
あ
る
。「
隋
志
」
に
は
著

録
さ
れ
ず
、子
部
法
家
類
「
商
君
書
五
卷
」
の
下
に
「
梁
有
申
子
三
卷
、

韓
相
申
不
害
撰
、
亡
。」
と
注
さ
れ
て
い
る
が
、
両
「
唐
志
」
に
至
っ

て
「
申
子
三
卷
」
と
し
て
著
録
さ
れ
て
い
る
。
宋
代
の
頃
に
散
逸
し
、

馬
国
翰
、
厳
可
均
ら
に
よ
る
輯
本
が
あ
る
。

二　
『
漢
書
』元
帝
紀
顔
師
古
注
所
引
。
ま
た
、『
史
記
集
解
』所
引『
別
録
』

佚
文
に
は
「
今
民
閒
所
有
上
下
二
篇
、
中
書
六
篇
、
皆
合
二
篇
已
備
、

過
太
史
公
所
記
也
。」
と
あ
る
。

三　
『
荀
子
』
解
敝
篇
に
「
昔
賔
孟
之
蔽
者
亂
家
是
也
。
墨
子
蔽
於
用
而

不
知
文
。
宋
子
蔽
於
欲
而
不
知
得
。
愼
子
蔽
於
法
而
不
知
賢
。
申
子

蔽
於
勢
而
不
知
知
。
惠
子
蔽
於
辭
而
不
知
實
。
莊
子
蔽
於
天
而
不
知

人
。」
と
あ
り
、
楊
倞
は
注
し
て
「
其
說
但
賢
得
權
勢
以
刑
法
馭
下
、

而
不
知
權
勢
待
才
智
、
然
後
治
。」
と
述
べ
て
い
る
。

四　
『
韓
非
子
』
定
法
篇
に
「
問
者
曰
、
申
不
害
公
孫
鞅
此
二
家
之
言
、

孰
急
於
國
。
應
之
曰
、『
…
今
申
不
害
言
術
而
公
孫
鞅
爲
法
。』」
と
あ

り
、
ま
た
、「
問
者
曰
、『
徒
術
而
無
法
、
徒
法
而
無
術
、
其
不
可
何
哉
。』

對
曰
、『
申
不
害
、
韓
昭
侯
之
佐
也
。
韓
者
晉
之
別
國
也
。
晉
之
故
法

未
息
、
而
韓
之
新
法
、
又
生
。
先
君
之
令
未
收
、
而
後
君
之
令
又
下
。

申
不
害
不
擅
其
法
、
不
一
其
憲
令
、
則
姦
多
。』」
と
あ
る
。

五　
『
校
讎
通
義
通
解
』所
引
王
「
校
讎
通
義
節
駁
」に
は
、「
史

云『
申

子
卑
卑
、
施
之
於
名
實
。』『
申
子
』
之
爲
名
家
、
信
矣
。
但
其
學
雖

以
名
爲
主
、
其
書
必
言
法
較
多
、
故
劉
班
入
之
法
家
耳
。
若
如
章
氏

裁
篇
別
出
〔
互
著
〕
之
法
、則
『
申
子
』
當
分
人
名
法
兩
家
、而
『
韓
子
』

互
見
道
兵
〔
法
〕
二
部
、是
乃
班
氏
所
謂
『
謷
者
爲
之
、苟
鈎

析
亂
』

而
已
者
也
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
章
学
誠
の
名
家
と
法
家
に
対
す

る
認
識
は
、
本
章
第
十
九
条
な
ど
も
参
照
。

【
原
文
】

『
商
君
』「
開
塞
」、「
耕
戰
」
諸
篇
、
可
互
見
於
兵
書
之
權
謀

條
﹇
注
一
﹈。『
韓
非
』「
解
老
」、「
喩
老
」
諸
篇
﹇
注
二
﹈、 

可
互
見
於

道
家
之
老
子
經
﹇
注
三
﹈。
其
裁
篇
別
出
之
說
、
已
見
於
前
、
不
復

置
論
。﹇
注
四
﹈

右
十
四
之
十
八

【
訓
読
文
】

『
商
君
』
の
「
開
塞
」、「
耕
戦
」
の
諸
篇
、
兵
書
の
権
謀
の

条
に
互
見
す
可
し
。『
韓
非
』
の
「
解
老
」、「
喩
老
」
の
諸
篇
、 
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道
家
の
老
子
経
に
互
見
す
可
し
。
其
の
裁
篇
別
出
の
説
、
已
に

前
に
見
ゆ
れ
ば
、
復
た
論
を
置
か
ず
。

右
十
四
の
十
八

【
現
代
語
訳
】

『
商
君
書
』
の
「
開
塞
」「
耕
戦
」
の
諸
篇
は
、
兵
書
略
の
権

謀
家
の
条
に
互
見
す
る
の
が
よ
い
。『
韓
非
子
』の「
解
老
」「
喩

老
」
の
諸
篇
は
、 

道
家
『
老
子
』
の
書
に
互
見
す
る
の
が
よ
い
。

裁
篇
別
出
の
説
に
つ
い
て
は
、
前
に
見
え
る
の
で
、
改
め
て
論

じ
る
こ
と
は
し
な
い
。

右
十
四
の
十
八

【
訳
注
】

一　

法
家
類
に「
商
君
二
十
九
篇
」が
著
録
さ
れ
る
。班
固
自
注
に「
名
鞅
、

姬
姓
、
衞
後
也
。
相
秦
孝
公
、
有
列
傳
。」
と
あ
る
。「
隋
志
」
子
部

法
家
類
に「
商
君
書
五
卷
」を
著
録
し
、「
旧
唐
志
」は「
商
子
五
卷
」、「
新

唐
志
」は「
商
君
書
五
卷
」を
著
録
す
る
。
現
行
本
は
、五
巻
二
十
六
篇
。

「
耕
戦
」
篇
は
、
現
行
本
で
は
「
農
戦
」
に
作
る
。
軍
事
に
つ
い
て
説

い
た
篇
と
し
て
は
、
他
に
「
戦
法
」
篇
、「
兵
守
」
篇
な
ど
も
あ
る
。

二　

法
家
類
に
「
韓
子
五
十
五
篇
」
が
著
録
さ
れ
、
班
固
自
注
に
「
名

非
、
韓
諸
公
子
、
使
秦
、
李
斯
害
而
殺
之
。」
と
あ
る
。「
隋
志
」
で
は
、

子
部
法
家
類
に
「
韓
子
二
十
卷
、
目
一
卷
」
を
著
録
し
、
両
「
唐
志
」

い
ず
れ
も
「
韓
子
二
十
卷
」
を
著
録
す
る
。

三　
『
史
記
評
林
』
凌
約
言
注
に
「
太
史
公
作
史
、以
老
子
與
韓
非
同
傳
、

世
或
疑
之
。
今
觀
韓
非
書
中
『
解
老
』『
喩
老
』
二
卷
、皆
所
以
明
『
老

子
』
也
。
故
太
史
公
贊
中
有
『
皆
原
於
道
德
之
意
、老
子
深
遠
』
之
句
、

則
知
韓
子
無
非
出
於
老
子
。」
と
見
え
る
。
ま
た
、
章
太
炎
『
国
故
論

衡
』
原
道
上
に
「
周
秦
解
故
之
書
、
今
多
亡
佚
、
諸
子
尤
甚
。『
韓
子
』

獨
有
『
解
老
』『
喩
老
』
二
篇
、
後
有
說
『
老
子
』
者
、
宜
據
『
韓
子
』

爲
太
傅
、
而
疏
通
證
明
之
、
賢
於
王
弼
遠
矣
。『
韓
子
』
他
篇
多
言
術
、

由
其
所
習
不
純
、
然
『
解
老
』『
喩
老
』
未
嘗
雜
以
異
說
、
蓋
其
所
得

深
矣
。」
と
あ
る
。

四　
「
別
裁
第
四
」
を
参
照
。
王
重
民
氏
は
、
本
文
の
所
謂
「
互
見
」
は

「
別
裁
」
の
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（『
校
讎
通
義
通
解
』）。

【
原
文
】

名
家
之
書
﹇
注
一
﹈、
當
敍
於
法
家
之
前
、
而
今
列
於
後
、
失
事

理
之
倫
敍
矣
﹇
注
二
﹈。
蓋
名
家
論
其
理
、
而
法
家
又
詳
於
事
也
。

雖
曰
二
家
各
有
所
本
、
其
中
亦
有
相
通
之
原
委
也
。﹇
注
三
﹈

右
十
四
之
十
九
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【
訓
読
文
】

名
家
の
書
、
当
に
法
家
の
前
に
叙
す
べ
き
も
、
而
る
に
今 

後
に
列
す
る
は
、
事
理
の
倫
叙
を
失
う
。
蓋
し
名
家
は
其
の
理

を
論
じ
、
而
し
て
法
家
は
又
た
事
に
詳
さ
な
り
。
二
家
各
ゝ
本

づ
く
所
有
り
と
曰
う
と
雖
も
、
其
の
中
に
亦
た
相
通
ず
る
の
原

委
有
る
な
り
。

右
十
四
の
十
九

【
現
代
語
訳
】

名
家
の
書
は
、
法
家
類
の
前
に
並
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
の

に
、
い
ま
法
家
類
の
後
に
並
ん
で
い
る
の
は
、
事
と
理
の
順
序

を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
名
家
は
原
理
を
論
じ
、
法
家

は
事
象
に
詳
し
い
も
の
で
あ
る
。
二
家
に
は
そ
れ
ぞ
れ
由
来
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
に
互
い
に
通

い
合
う
本
末
が
あ
る
の
で
あ
る
。

右
十
四
の
十
九

【
訳
注
】

一　

名
家
類
に
つ
い
て
、「
漢
志
」
に
は
、
七
家
三
十
六
篇
が
著
録
さ
れ

て
い
る
。
序
文
に
「
名
家
者
流
、
蓋
出
於
禮
官
。
古
者
、
名
位
不
同
、

禮
亦
異
數
。
孔
子
曰
、
必
也
正
名
乎
。
名
不
正
、
則
言
不
順
、
言
不
順
、

則
事
不
成
。
此
其
所
長
也
。
及
謷
者
爲
之
、
則
苟
鉤

析
亂
而
已
。」

と
あ
る
。
ま
た
、「
補
校
漢
藝
文
志
第
十
」
第
十
条
に
「
名
家
之
敍
錄

曰
、『
名
不
正
、
則
言
不
順
。
言
不
順
、
則
事
不
成
。』
著
錄
之
爲
道
也
、

卽
於
文
章
典
籍
之
中
、
得
其
辨
名
正
物
之
意
、
此
『
七
略
』
之
所
以

長
也
。
又
云
、『
謷
者
爲
之
、則
苟
鉤

析
亂
而
已
。』
此
又
後
世
著
錄
、

紛
拏
不
一
之
弊
也
。
然
則
凡
以
名
治
之
書
、
固
有
所
以
附
矣
。
後
世

目
錄
繁
多
、
卽
可
自
爲
門
類
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。

二　
『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
「
太
史
公
仕
於
建
元
元
封
之
閒
、
愍
學
者

之
不
達
其
意
而
師
悖
、
乃
論
六
家
之
要
指
曰
、「
易
大
傳
『
天
下
一
致

而
百
慮
、
同
歸
而
殊
塗
。』
夫
陰
陽
、
儒
、
墨
、
名
、
法
、
道
德
、
此

務 

爲
治
者
也
、
直
所
從
言
之
異
路
、
有
省
不
省
耳
。」
と
あ
り
、
名
家
、

法
家
の
順
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
六
家
を
個
々
に
論
じ
て
い

く
際
に
は
、
法
家
を
先
に
、
名
家
を
後
に
論
じ
て
い
る
。「
漢
志
」
以

降
に
編
纂
さ
れ
た
目
録
に
お
い
て
も
概
ね
法
家
類
の
後
に
名
家
類
を

置
く
の
を
常
と
し
て
お
り
、「
漢
志
」
の
並
び
が
後
世
の
著
録
に
お
い

て
固
定
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

晁
氏
『
郡
斎
読
書
志
』
が
、
子
部
名
家
類
に
「
鄧
析
子
二
卷
」
を

著
録
し
な
が
ら
、
そ
の
提
要
の
中
で
「
班
固
錄
析
書
於
名
家
之
首
、
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則
析
之
學
、
蓋
兼
名
法
家
也
。」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、「
漢
志
」
の

著
録
す
る
並
び
の
意
味
を
考
慮
し
つ
つ
、
更
に
名
家
に
分
類
さ
れ
る

著
述
に
法
家
的
要
素
を
見
出
し
た
指
摘
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
章
学

誠
の
認
識
に
似
る
。
ま
た
、『
四
庫
提
要
』
は
、「
名
家
墨
家
縱
橫
家

歷
代
著
錄
各
不
過
一
二
種
、難
以
成
帙
、今
從
黃
虞
稷
『
千
頃
堂
書
目
』

例
、
併
入
雜
家
爲
一
門
。」
と
述
べ
、
名
家
類
を
設
け
な
い
が
、
従
来

の
目
録
で
は
名
家
類
に
著
録
さ
れ
て
い
た
「
鄧
析
子
一
卷
」
を
法
家

類
に
著
録
し
、
そ
の
提
要
の
中
で
、「
如
令
煩
則
民
詐
、
政
擾
則
民
不

定
、
心
欲
安
靜
、
慮
欲
深
遠
、
則
其
旨
同
於
黃
老
。
然
其
大
旨
主
於

勢
統
於
尊
、
事
核
於
實
、
於
法
家
爲
近
。」
と
述
べ
て
い
る
。。

【
原
文
】

名
家
之
言
、
分
爲
三
科
、
一
曰
命
物
之
名
、
方
圓
黑
白
是
也
。

二
曰
毀
譽
之
名
、
善
惡
貴
賤
是
也
。
三
曰
況
謂
之
名
、
賢
愚
愛

憎
是
也
。
尹
文
之
言
云
爾
﹇
注
一
﹈。
然
而
命
物
之
名
、
其
體
也
。

毀
譽
況
謂
之
名
、
其
用
也
。
名
家
言
治
道
、
大
率
綜
核
毀
譽
、

整
齊
況
謂
、
所
謂
循
名
責
實
之
義
爾
﹇
注
二
﹈。
命
物
之
名
、
其
源

實
本
於
『
爾
雅
』。
後
世
經
解
家
言
、
辨
名
正
物
、
蓋
亦
名
家

之
支
別
也﹇
注
三
﹈。由
此
溯
之
、名
之
得
失
可
辨
矣
。凡
曲
學
支
言
、

淫
辭
邪
說
、
其
初
莫
不
有
所
本
。
著
錄
之
家
、
見
其
體
分
用
異
、

而
離
析
其
部
次
、
甚
且
拒
絶
而
不
使
相
通
、
則
流
遠
而
源
不
可

尋
、
雖
欲
不
泛
濫
而
橫
溢
也
、
不
可
得
矣
。
孟
子
曰
、「

辭

知
其
所
蔽
、
淫
辭
知
其
所
陷
、
邪
辭
知
其
所
離
、

辭
知
其
所

窮
。」﹇
注
四
﹈
夫
謂
之
知
其
所
者
、
從
大
道
而
溯
其
遠
近
離
合
之

故
也
。
不
曰
淫

邪

之
絶
其
途
、
而
曰
淫

邪

之
知
其
所

者
、
蓋
百
家
之
言
、
亦
大
道
之
散
著
也
。
奉
經
典
而
臨
治
之
、

則
收
百
家
之
用
、
忘
本
源
而
釐
析
之
、
則
失
道
體
之
全
。

右
十
四
之
二
十

【
訓
読
文
】

名
家
の
言
、
分
け
て
三
科
と
為
す
、
一
に
命
物
の
名
と
曰
い
、

方
円
黒
白
是
れ
な
り
。
二
に
毀
誉
の
名
と
曰
い
、
善
悪
貴
賤
是

れ
な
り
。
三
に
況
謂
の
名
と
曰
い
、
賢
愚
愛
憎
是
れ
な
り
。
尹

文
の
言
爾
か
云
う
。
然
ら
ば
命
物
の
名
は
、
其
の
体
な
り
。
毀

誉
況
謂
の
名
は
、
其
の
用
な
り
。
名
家
の
治
道
を
言
う
は
、
大

率 

毀
誉
を
綜
核
し
、
況
謂
を
整
斉
す
、
所
謂
名
に
循
い
実
を

責
む
る
の
義
な
る
の
み
。
命
物
の
名
、
其
の
源
実
に
『
爾
雅
』

に
本
づ
く
。
後
世
の
経
解
家
の
言
、
名
を
辨
じ
て
物
を
正
す
、

蓋
し
亦
た
名
家
の
支
別
な
り
。
此
に
由
り
て
之
を
溯
れ
ば
、
名

の
得
失
辨
ず
可
し
。
凡
て
曲
学
支
言
、
淫
辞
邪
説
、
其
の
初
め
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本
づ
く
所
有
ら
ざ
る
莫
し
。
著
録
の
家
、
其
の
体
分
か
れ
用
異

な
る
を
見
て
、
其
の
部
次
を
離
析
し
、
甚
し
く
は
且
つ
拒
絶
し

て
相
通
ぜ
し
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
流
れ
遠
く
し
て
源
尋
ぬ
可
か
ら

ず
、
泛
濫
し
て
横
溢
せ
ざ
ら
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
得
る
可
か
ら

ず
。
孟
子
曰
わ
く
、「

辞
は
其
の
蔽
わ
る
る
所
を
知
り
、
淫

辞
は
其
の
陥
る
所
を
知
り
、
邪
辞
は
其
の
離
る
る
所
を
知
り
、

辞
は
其
の
窮
ま
る
所
を
知
る
」
と
。
夫
れ
之
を
其
の
所
を
知

る
者
と
謂
う
は
、大
道
従
り
其
の
遠
近
離
合
に
溯
る
の
故
な
り
。

淫

邪

の
其
の
途
を
絶
つ
と
曰
わ
ず
し
て
、
淫

邪

の
其

の
所
を
知
る
と
曰
う
は
、
蓋
し
百
家
の
言
も
、
亦
た
大
道
の
散

じ
著
る
れ
ば
な
り
。
経
典
を
奉
り
て
臨
み
て
之
を
治
む
れ
ば
、

則
ち
百
家
の
用
を
収
め
、
本
源
を
忘
れ
て
之
を
釐
析
す
れ
ば
、

則
ち
道
体
の
全
を
失
わ
ん
。

右
十
四
の
二
十

【
現
代
語
訳
】

名
家
に
お
け
る
言
葉
は
、
三
種
に
分
類
さ
れ
る
、
一
つ
目
は

事
物
に
名
付
け
る
名
で
あ
り
、
方
円
や
黒
白
と
い
っ
た
も
の
が

そ
う
で
あ
る
。
二
つ
目
は
毀
誉
褒
貶
す
る
名
で
あ
り
、
善
悪
や

貴
賤
と
い
っ
た
も
の
が
そ
う
で
あ
る
。
三
つ
目
は
比
擬
し
て
叙

述
す
る
名
で
あ
り
、
賢
愚
や
愛
憎
と
い
っ
た
も
の
が
そ
う
で
あ

る
。
尹
文
子
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

「
命
物
」
の
名
称
が
、そ
の
本
体
で
あ
る
。「
毀
誉
」
や
「
況
謂
」

の
名
称
が
、
そ
の
作
用
で
あ
る
。
名
家
の
言
説
は
道
を
治
め
る

の
に
、
だ
い
た
い
「
毀
誉
」
を
集
め
て
考
え
、「
況
謂
」
を
整

理
す
る
も
の
で
、
そ
れ
が
所
謂
名
称
に
拠
り
な
が
ら
実
質
を
批

判
す
る
義
な
の
で
あ
る
。「
命
物
」
の
名
は
、
源
は
ま
こ
と
に

『
爾
雅
』
に
由
来
す
る
。
後
世
の
経
解
家
の
言
葉
が
、
名
称
を

明
ら
か
に
し
て
事
物
を
正
す
の
も
、
思
う
に
ま
た
名
家
の
支
流

で
あ
る
。
そ
れ
に
従
い
な
が
ら
遡
れ
ば
、
名
家
の
得
失
が
明
ら

か
に
で
き
る
。
す
べ
て
の
浅
は
か
な
学
問
、枝
葉
末
節
の
言
葉
、

み
だ
ら
な
言
葉
、
邪
な
学
説
と
い
う
も
の
も
、
そ
の
は
じ
め
に

お
い
て
由
来
の
な
い
も
の
は
な
い
。
目
録
家
は
、
そ
の
本
質
が

分
か
れ
作
用
が
異
な
る
の
を
観
察
し
て
、
分
類
を
分
か
つ
も
の

で
あ
る
が
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
断
絶
さ
せ
て
通
じ
さ
せ
な
い
と

な
る
と
、
流
れ
が
遠
く
な
っ
て
源
も
尋
ね
ら
れ
な
く
な
り
、
広

が
り
溢
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
孟
子
は
、「
偏
っ
た
言
葉
に
は
掩
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知

り
、
で
た
ら
め
な
言
葉
に
は
迷
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
邪
な

言
葉
に
は
正
し
さ
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
言
い
逃
れ
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の
言
葉
に
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
」
と
述
べ
て
い

る
。「
其
の
所
を
知
る
」と
言
う
の
は
、大
い
な
る
道
か
ら
遠
か
っ

た
り
近
か
っ
た
り
、
離
れ
た
り
合
わ
さ
っ
た
り
す
る
所
以
に
遡

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
た
ら
め
で
偏
っ
て
い
て
よ
こ
し
ま

で
言
い
逃
れ
を
す
る
言
説
に
つ
い
て
そ
の
道
を
絶
っ
て
し
ま
う

と
言
わ
ず
に
、
そ
う
し
た
言
説
の
所
以
を
知
る
と
述
べ
て
い
る

の
は
、
思
う
に
諸
子
百
家
の
言
説
も
、
ま
た
大
い
な
る
道
が
散

ら
ば
り
広
が
り
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
経
典

を
崇
め
な
が
ら
修
養
に
臨
め
ば
、諸
子
百
家
の
作
用
を
理
解
し
、

源
を
忘
れ
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
し
ま
え
ば
、
道
の
本
質
の
全
体
を

失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

右
十
四
の
二
十

【
訳
注
】

一　
『
尹
文
子
』
大
道
上
に
、「
名
有
三
科
、法
有
四
呈
。
一
曰
命
物
之
名
、

方
圓
白
黑
是
也
。
二
曰
毀
譽
之
名
、善
惡
貴
賤
是
也
。
三
曰
況
謂
之
名
、

賢
愚
愛
憎
是
也
。
一
曰
不
變
之
法
、君
臣
上
下
是
也
。
二
曰
齊
俗
之
法
、

能
鄙
同
異
是
也
。
三
曰
治
衆
之
法
、慶
賞
刑
法
是
也
。
四
曰
平
凖
之
法
、

律
度
權
量
是
也
。」
と
あ
る
。

二　
『
韓
非
子
』
定
法
篇
に
「
術
者
、
因
任
而
授
官
、
循
名
而
責
實
、
操

殺
生
之
柄
、
課
羣
臣
之
能
者
也
。
此
人
主
之
所
執
也
。」
と
あ
る
。

三　
「
宗
劉
第
二
」
第
三
条
に
「
名
家
者
流
、
後
世
不
傳
。
得
辨
名
正
物

之
意
、
則
顏
氏
『
匡
謬
』、
丘
氏
『
兼
明
』
之
類
、
經
解
中
有
名
家
矣
。」

と
述
べ
て
い
る
。

四　

公
孫
丑
上
。

【
原
文
】

墨
家
「
隨
巢
子
六
篇
」、「
胡
非
子
三
篇
」、
班
固
俱
注
「
墨

翟
弟
子
」、
而
敍
書
在
『
墨
子
』
之
前
﹇
注
一
﹈。「
我
子
一
篇
」、

劉
向
『
別
錄
』
云
「
爲
墨
子
之
學
」﹇
注
二
﹈、
其
時
更
在
後
矣
。

敍
書
在
「
隨
巢
」
之
前
、
此
理
之
不
可
解
者
、
或
當
日
必
有
錯

誤
也
。﹇
注
三
﹈

右
十
四
之
二
十
一

【
訓
読
文
】

墨
家
の
「
随
巣
子
六
篇
」、「
胡
非
子
三
篇
」、
班
固
倶
に
注

し
て
「
墨
翟
の
弟
子
」
と
、
而
る
に
書
を
叙
し
て
『
墨
子
』
の

前
に
在
ら
し
む
。「
我
子
一
篇
」、
劉
向
『
別
録
』
に
「
墨
子
の

学
を
為
す
」
と
云
え
ば
、
其
の
時
更
に
後
に
在
り
。
書
を
叙
し

て
「
随
巣
」
の
前
に
在
ら
し
む
る
は
、
此
れ
理
の
解
す
可
か
ら
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ざ
る
者
に
し
て
、
或
い
は
当
日
に
必
ず
や
錯
誤
有
ら
ん
。

右
十
四
の
二
十
一

【
現
代
語
訳
】

墨
家
の
「
随
巣
子
六
篇
」、「
胡
非
子
三
篇
」
に
つ
い
て
、
班

固
は
い
ず
れ
に
も
注
し
て
「
墨
翟
の
弟
子
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

書
物
を
並
べ
て
『
墨
子
』
の
前
に
置
い
て
い
る
。「
我
子
一
篇
」

に
つ
い
て
、
劉
向
『
別
録
』
に
「
墨
子
の
学
を
行
っ
た
」
と
述

べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
期
は
そ
れ
ら
よ
り
も
更
に
後
に
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
書
物
を
並
べ
て
「
随

巣
」
の
前
に
置
い
て
い
る
の
は
、理
の
解
せ
な
い
こ
と
で
あ
り
、

恐
ら
く
は
当
時
誤
り
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
。

右
十
四
の
二
十
一

【
訳
注
】

一　

墨
家
類
に
は
六
家
八
十
六
篇
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
序
文
に
「
墨

家
者
流
、
蓋
出
於
淸
廟
之
守
。
茅
屋
采
椽
、
是
以
貴
儉
、
養
三
老
五
更
、

是
以
兼
愛
、
選
士
大
射
、
是
以
上
賢
、
宗
祀
嚴
父
、
是
以
右
鬼
、
順

四
時
而
行
、
是
以
非
命
、
以
孝
視
天
下
、
是
以
上
同
、
此
其
所
長
也
。

及
蔽
者
爲
之
、
見
儉
之
利
、
因
以
非
禮
、
推
兼
愛
之
意
、
而
不
知
別

親
疏
。」
と
あ
る
。
墨
家
類
六
家
の
う
ち
、「
墨
子
七
十
一
篇
」
は
末

尾
に
著
録
さ
れ
て
い
る
。

二　

顔
師
古
注
所
引
。

三　

諸
書
の
並
び
順
の
問
題
に
つ
い
て
、『
漢
書
藝
文
志
条
理
』
に
は
、

「
按『
墨
子
』書
中
稱
子
墨
子
、亦
墨
氏
之
徒
所
錄
。
其
衆
徒
幾
徧
天
下
、

增
長
附
益
其
書
、
不
知
凡
幾
、
至
其
成
書
之
時
、
已
在
隨
巢
、
胡
非
、

我
子
之
後
、
故
『
七
略
』
以
之
爲
墨
家
之
殿
。」
と
述
べ
、
章
氏
と
は

異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
本
章
第
十
四
条
注
五
を
参
照
。

【
原
文
】

道
家
祖
老
子
、
而
先
有
『
伊
尹
』『
太
公
』『
鬻
子
』『
管
子
』

之
書
﹇
注
一
﹈、
墨
家
祖
墨
翟
、
而
先
有
『
尹
佚
』『
田

子
』
之

書
﹇
注
二
﹈、
此
豈
著
錄
諸
家
窮
源
之
論
耶
。
今
按
『
管
子
』
當

入
法
家
、
著
錄
部
次
之
未
審
也
﹇
注
三
﹈。
至
於
『
伊
尹
』『
太
公
』

『
鬻
子
』、
乃
道
家
者
流
稱
述
古
人
、
因
以
其
人
命
書
、
非
必
盡

出
僞
託
、
亦
非
以
伊
尹
、
太
公
之
人
爲
道
家
也
﹇
注
四
﹈。『
尹
佚
』

之
於
墨
家
、
意
其
亦
若
是
焉
而
已
﹇
注
五
﹈。
然
則
鄭
樵
所
云
、「
看

名
不
看
書
」、
誠
有
難
於
編
次
者
矣
﹇
注
六
﹈。
否
則
班
、
劉
著
錄
、

豈
竟
全
無
區
別
耶
。
第『
七
略
』於
道
家
、敍
黃
帝
諸
書
於
老
萊
、

冠
諸
子
之
後
、
爲
其
後
人
依
託
、
不
以
所
託
之
人
敍
時
代
也
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﹇
注
七
﹈。
而
『
伊
尹
』『
尹
佚
』
諸
書
、 

顧
冠
道
墨
之
首
、
豈
誠

以
謂
本
所
自
著
耶
。
其
書
今
旣
不
傳
、
附
以
存
疑
之
說
可
矣
。

右
十
四
之
二
十
二

【
訓
読
文
】

道
家 

老
子
を
祖
と
す
る
も
、先
に
『
伊
尹
』『
太
公
』『
鬻
子
』

『
管
子
』
の
書
有
り
、墨
家 
墨
翟
を
祖
と
す
る
も
、先
に
『
尹
佚
』

『
田

子
』
の
書
有
り
、
此
れ
豈
に
諸
家
を
著
録
し
て
源
を
窮

む
る
の
論
な
ら
ん
や
。
今
按
ず
る
に
『
管
子
』
当
に
法
家
に
入

る
る
べ
き
も
、著
録
部
次
の
未
だ
審
か
な
ら
ざ
る
な
り
。『
伊
尹
』

『
太
公
』『
鬻
子
』
に
至
り
て
は
、
乃
ち
道
家
者
流 

古
人
を
称

述
し
て
、
因
り
て
其
の
人
を
以
て
書
に
命
じ
、
必
ず
し
も
尽
く

は
偽
託
に
出
づ
る
に
非
ず
し
て
、
亦
た
伊
尹
、
太
公
の
人
を
以

て
道
家
と
為
す
に
非
ざ
る
な
り
。『
尹
佚
』の
墨
家
に
於
け
る
や
、

意
は
其
れ
亦
た
是
く
の
若
き
な
る
の
み
。
然
ら
ば
則
ち
鄭
樵
の

所
云
、「
名
を
看
て
書
を
看
ず
」
は
、
誠
に
編
次
に
難
ず
る
有

る
者
な
り
。
否
ら
ざ
れ
ば
則
ち
班
、
劉
の
著
録
、
豈
に
竟
に
全

く
区
別
す
る
無
か
ら
ん
や
。
第
だ
『
七
略
』
の
道
家
に
於
け
る

や
、
黄
帝
の
諸
書
を
老
萊
、

冠
の
諸
子
の
後
に
叙
し
、
其
の

後
人
の
依
託
為
る
も
、
託
す
る
所
の
人
を
以
て
時
代
を
叙
せ
ざ

る
な
り
。『
伊
尹
』『
尹
佚
』
の
諸
書
、 

顧
だ
道
墨
の
首
に
冠
す

る
は
、
豈
に
誠
に
以
て
本
よ
り
自
ら
著
す
所
と
謂
わ
ん
や
。
其

の
書 

今
既
に
伝
わ
ら
ざ
れ
ば
、
附
し
て
存
疑
の
説
を
以
て
す

れ
ば
可
な
り
。

右
十
四
の
二
十
二

【
現
代
語
訳
】

道
家
は
老
子
を
祖
と
す
る
が
、『
七
略
』
で
は
、『
老
子
』
の

先
に
『
伊
尹
』『
太
公
』『
鬻
子
』『
管
子
』
の
諸
書
が
置
か
れ

て
お
り
、墨
家
は
墨
翟
を
祖
と
す
る
が
、『
墨
子
』の
先
に『
尹
佚
』

『
田

子
』
の
諸
書
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
諸

家
の
書
物
を
著
録
し
て
学
術
の
源
流
を
究
め
る
と
い
う
論
に
な

ろ
う
か
。
い
ま
考
え
る
に
、『
管
子
』
は
当
然
法
家
に
収
め
る

べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
著
録
分
類
が
な
お
よ
く
考
え
ら
れ
て

い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
伊
尹
』『
太
公
』『
鬻
子
』
の
諸
書

に
つ
い
て
は
、道
家
の
流
れ
の
者
た
ち
が
古
人
に
つ
い
て
述
べ
、

そ
れ
に
因
ん
で
そ
の
古
人
の
名
を
書
物
の
名
称
と
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
必
ず
し
も
す
べ
て
が
偽
託
か
ら
生
ま
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
伊
尹
、
太
公
と
い
っ
た
人
々
を
道
家
と
見
な
し
て
い
る

の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。『
尹
佚
』
の
墨
家
に
お
け
る
の
も
、
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意
図
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
鄭
樵
が

主
張
す
る
、「
書
名
を
見
て
書
物
の
中
身
を
見
な
い
」
問
題
は
、

実
際
は
目
録
を
編
み
書
物
を
並
べ
る
方
法
に
問
題
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
班
固
や
劉
向
、
劉
歆
が

書
物
を
全
く
区
別
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

で
は
な
い
か
。
し
か
し
、『
七
略
』
の
道
家
類
に
お
い
て
、「
黄

帝
」
の
名
を
持
つ
諸
書
を
老
萊
、

冠
と
い
っ
た
者
た
ち
の
後

に
並
べ
て
お
り
、
後
人
が
古
人
に
依
っ
て
書
名
に
託
し
た
も
の

で
あ
る
の
に
、
託
さ
れ
た
古
人
に
従
っ
て
時
代
順
に
並
べ
て
は

い
な
い
。『
伊
尹
』
と
『
尹
佚
』
の
二
書
が
、
道
家
類
、
墨
家

類
の
は
じ
め
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
本
当
に
も
と
も
と
自
身

が
著
し
た
も
の
だ
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
書
物
は
い

ま
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
存
疑
の
言
を
付
け
て
お
け
ば

良
い
だ
ろ
う
。

右
十
四
の
二
十
二

【
訳
注
】

一　
「
漢
志
」
道
家
類
は
三
十
七
家
、
九
百
九
十
三
篇
を
著
録
し
、「
老

子
鄰
氏
經
傳
四
篇
（
班
固
注
『
姓
李
、
名
耳
、
鄰
氏
傳
其
學
』）」
の

前
に
、「
伊
尹
五
十
一
篇
」「
太
公
二
百
三
十
七
篇
」「
辛
申
二
十
九
篇
」

「
鬻
子
二
十
二
篇
」「

子
八
十
六
篇
」
の
五
書
を
著
録
し
て
い
る
。

本
章
第
十
条
を
参
照
。

二　
「
尹
佚
」、底
本
は「
伊
佚
」に
作
る
が
、嘉
業
堂
本
に
従
っ
て
改
め
た
。

「
漢
志
」
墨
家
類
は
、
六
家
八
十
一
篇
を
、「
尹
佚
二
篇
」「
田

子
三

篇
」「
我
子
一
篇
」「
隨
巢
子
六
篇
」「
胡
非
子
三
篇
」「
墨
子
七
十
一
篇
」

の
順
に
著
録
し
て
い
る
。

三　
『
管
子
』
に
つ
い
て
、
劉
向
『
別
録
』
に
「
所
校
讎
中
管
子
書

三
百
八
十
九
篇
、
太
中
大
夫
卜
圭
書
二
十
七
篇
、
臣
富
參
書
四
十
一

篇
、
射
聲
校
尉
立
書
十
一
篇
、
太
史
書
九
十
六
篇
、
凡
中
外
書

五
百
六
十
四
、
以
校
除
復
重
四
百
八
十
四
篇
、
定
著
八
十
六
篇
、
殺

靑
而
書
可
繕
寫
也
。
…
…
凡
管
子
書
、
務
富
國
安
民
、
道
約
言
要
、

可
以
曉
合
經
義
。
向
謹
第
錄
上
。」
と
述
べ
る
。
ま
た
、『
韓
非
子
』

五
蠹
篇
に
「
今
境
內
之
民
皆
言
治
、
藏
商
、
管
之
法
者
家
有
之
。」
と

あ
る
。「
隋
志
」
で
は
、「
管
子
十
九
卷
」
と
し
て
法
家
類
に
著
録
し
、

以
後
、
後
世
の
目
録
は
お
よ
そ
法
家
類
に
収
め
て
い
る
。

四　

本
章
第
十
条
を
参
照
。

五　

尹
佚
は
、

姓
。
周
初
の
太
史
。
史
佚
と
も
称
す
。
武
王
、
成
王
、

康
王
に
仕
え
、
尹
国
を
治
め
、
尹
吉
甫
が
後
を
継
い
だ
。「
漢
志
」
の

「
尹
佚
二
篇
」
班
固
自
注
に
「
周
臣
、
在
成
、
康
時
也
。」
と
あ
る
。

六　

鄭
樵
『
校
讎
略
』
見
名
不
見
書
論
に
「
編
書
之
家
、
多
是
苟
且
、
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有
見
名
不
見
書
者
、
有
看
前
不
看
後
者
。『
尉
繚
子
』、
兵
書
也
。
班

固
以
爲
諸
子
類
、
寘
於
雜
家
、
此
之
謂
見
名
不
見
書
。」
と
あ
る
。

七　
「
漢
志
」道
家
類
に「
老
萊
子
十
六
篇
」「

冠
子
一
篇
」が
著
録
さ
れ
、

そ
の
後
に
、「
黃
帝
四
經
四
篇
」「
黃
帝
銘
六
篇
」「
黃
帝
君
臣
十
篇
（
班

固
自
注
云
『
起
六
國
時
、與
老
子
相
似
也
。』）」「
雜
黃
帝
五
十
八
篇
（
班

固
自
注
云
『
六
國
時
所
作
、
託
之
力
牧
。
力
牧
、
黃
帝
相
也
。』）」
が

著
録
さ
れ
て
い
る
。

【
原
文
】

六
藝
之
書
與
儒
家
之
言
、
固
當
參
觀
於
「
儒
林
列
傳
」﹇
注
一
﹈、

道
家
、名
家
、墨
家
之
書
、則
列
傳
而
外
、又
當
參
觀
於
莊
周
「
天

下
」
之
篇
也
﹇
注
二
﹈。
蓋
司
馬

敍
傳
所
推
六
藝
宗
旨
、
尙
未
究

其
流
別﹇
注
三
﹈。
而
莊
周「
天
下
」一
篇
、實
爲
諸
家
學
術
之
權
衡
、

著
錄
諸
家
宜
取
法
也
。觀
其
首
章
列
敍
舊
法
世
傳
之
史
、與『
詩
』

『
書
』
六
藝
之
文
、
則
後
世
經
史
之
大
原
也
﹇
注
四
﹈。
其
後
敍
及

墨
翟
、
禽
滑
釐
之
學
、
則
墨
支
墨
翟
弟
子
、
墨
別
相
里
勤
以
下
諸
人
、

墨
言
禹
湮
洪
水
以
下
是
也
、
墨
經
苦
獲
、
己
齒
、
鄧
陵
子
之
屬
、
皆
誦
墨
經

是
也
、
具
有
經
緯
條
貫
﹇
注
五
﹈、
較
之
劉
、
班
著
錄
、
源
委
尤
爲

秩
然
、
不
啻
「
儒
林
列
傳
」
之
於
「
六
藝
略
」
也
。
宋

、
尹

文
、田
騈
、愼
到
、關
尹
、老

以
至
惠
施
、公
孫
龍
之
屬
﹇
注
六
﹈、

皆
諸
子
略
中
、
道
家
名
家
所
互
見
。
然
則
古
人
著
書
、
苟
欲
推

明
大
道
、
未
有
不
辨
諸
家
學
術
源
流
、
著
錄
雖
始
於
劉
、
班
、

而
義
法
實
本
於
前
古
也
﹇
注
七
﹈。

右
十
四
之
二
十
三

【
訓
読
文
】

六
藝
の
書
と
儒
家
の
言
と
は
、
固
よ
り
当
に
「
儒
林
列
伝
」

に
参
観
す
べ
く
、道
家
、名
家
、墨
家
の
書
は
、則
ち
列
伝
而
外
、

又
た
当
に
荘
周
「
天
下
」
の
篇
に
参
観
す
べ
き
な
り
。
蓋
し
司

馬
遷
叙
伝
の
六
藝
の
宗
旨
を
推
す
所
は
、
尚
お
未
だ
其
の
流
別

を
究
め
ず
。
而
る
に
荘
周
の
「
天
下
」
一
篇
は
、
実
に
諸
家
学

術
の
権
衡
を
為
し
、
諸
家
を
著
録
す
る
に
宜
し
く
法
を
取
る
べ

き
な
り
。
其
の
首
章
に
旧
法
世
伝
の
史
と
、『
詩
』『
書
』
六
藝

の
文
と
を
列
叙
す
れ
ば
、
則
ち
後
世
の
経
史
の
大
原
な
る
を
観

す
。
其
の
後
叙
し
て
墨
翟
、
禽
滑
釐
の
学
に
及
べ
ば
、
則
ち
墨

支
墨
翟
の
弟
子
、
墨
別
相
里
勤
以
下
の
諸
人
、
墨
言
禹
湮
洪
水
以
下
是
れ

な
り
、
墨
経
苦
獲
、
己
歯
、
鄧
陵
子
の
属
、
皆
墨
経
を
誦
す
る
は
是
れ
な
り
、

具
さ
に
経
緯
条
貫
有
り
、
之
を
劉
、
班
の
著
録
に
較
ぶ
れ
ば
、

源
委
尤
も
秩
然
を
為
し
、啻
だ
に
「
儒
林
列
伝
」
の
「
六
藝
略
」

に
於
い
て
す
る
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。
宋

、
尹
文
、
田
騈
、
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慎
到
、
関
尹
、
老

以
至
惠
施
、
公
孫
龍
の
属
は
、
皆
諸
子
略

中
、
道
家
名
家
に
互
い
に
見
ゆ
る
所
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
古
人 

書
を
著
す
に
、
苟
し
く
も
大
道
を
推
明
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
未

だ
諸
家
学
術
の
源
流
を
辨
ぜ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
著
録
は
劉
、
班

に
始
ま
る
と
雖
も
、
義
法
は
実
に
前
古
に
本
づ
く
な
り
。

右
十
四
の
二
十
三

【
現
代
語
訳
】

六
藝
の
書
籍
と
儒
家
の
言
説
は
、
当
然
「
儒
林
列
伝
」
を
参

照
す
べ
き
で
あ
る
が
、
道
家
、
名
家
、
墨
家
の
書
に
つ
い
て
は
、

列
伝
の
他
、
更
に
『
荘
子
』
天
下
篇
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。

考
え
る
に
、
司
馬
遷
は
『
史
記
』
叙
伝
に
お
い
て
六
藝
の
主
旨

を
推
し
は
か
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
そ
の
源
流
は
究
め
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
荘
周
の
「
天
下
」
篇
は
、
実
に
諸
家
の
学
術

の
比
較
整
理
を
し
て
お
り
、
諸
家
を
著
録
す
る
に
は
則
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
は
じ
め
に
旧
来
の
法
規
や
代
々
伝
承
さ
れ
た
記

録
と
、『
詩
』
や
『
書
』
な
ど
の
六
藝
の
文
と
を
列
べ
論
述
し
、

後
世
に
お
け
る
経
史
の
大
い
な
る
源
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
後
に
墨
翟
、
禽
滑
釐
の
学
術
に
言
及
し
、
墨
家
の
支

流
墨
翟
の
弟
子
で
あ
る
、
墨
家
の
別
流
相
里
勤
以
下
の
諸
人
で
あ
る
、
墨

家
の
言
説
「
禹
湮
洪
水
」
以
下
の
言
が
そ
う
で
あ
る
、
墨
家
の
書
苦
獲
、

己
歯
、
鄧
陵
子
の
輩
が
、
皆
墨
子
を
誦
し
た
と
い
う
の
が
そ
う
で
あ
る
に
つ

い
て
、
き
ち
ん
と
経
緯
、
条
理
が
示
さ
れ
、
劉
氏
と
班
氏
に
よ

る
著
録
と
比
べ
る
と
、
源
、
流
れ
が
と
り
わ
け
秩
序
立
っ
て
お

り
、『
荘
子
』
天
下
篇
と
「
諸
子
略
」
に
は
「
儒
林
列
伝
」
の
「
六

藝
略
」
に
対
す
る
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、「
天
下
」
篇

に
挙
が
る
宋

、
尹
文
、
田
騈
、
慎
到
、
関
尹
、
老

、
そ
し

て
恵
施
、
公
孫
龍
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
諸
子
略
に
お
い
て
、
道

家
や
名
家
な
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
古
人
は
著
述
し
て
、
大
道
を
推
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
以
上
、
諸
家
の
学
術
の
源
や
流
れ
を
明
ら
か
に
し
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
書
物
を
著
録
す
る
こ
と

は
劉
氏
と
班
氏
に
始
ま
る
と
は
い
っ
て
も
、
正
し
く
定
ま
っ
た

方
法
は
実
の
と
こ
ろ
古
代
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

右
十
四
の
二
十
三

【
訳
注
】

一　

所
謂
正
史
に
収
め
ら
れ
る
図
書
目
録
で
あ
る
史
志
に
対
し
て
列
伝

が
補
う
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
章
学
誠
の
度
々
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
漢
志
六
藝
第
十
三
」
第
三
条
に
、「
藝
文
雖
始
於
班
固
、
而
司
馬
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之
列
傳
、
實
討
論
之
。
觀
其
敍
述
戰
國
、
秦
、
漢
之
閒
、
著
書
諸
人

之
列
傳
、
未
嘗
不
於
學
術
淵
源
、
文
詞
流
別
、
反
復
而
論
次
焉
。
劉
向
、

劉
歆
、
蓋
知
其
意
矣
。
故
其
校
書
諸
敍
論
、
旣
審
定
其
篇
次
、
又
推

論
其
生
平
、
以
書
而
言
、
謂
之
敍
錄
可
也
、
以
人
而
言
、
謂
之
列
傳

可
也
。」
ま
た
、「
藝
文
一
志
、
實
爲
學
術
之
宗
、
明
道
之
要
、
而
列

傳
之
與
爲
表
裏
發
明
、
此
則
用
史
翼
經
之
明
驗
也
。
而
後
人
著
錄
、

乃
用
之
爲
甲
乙
計
數
而
已
矣
、
則
校
讎
失
職
之
故
也
。」
ま
た
、「
讀

六
藝
略
者
、
必
參
觀
於
儒
林
列
傳
、
猶
之
讀
諸
子
略
、
必
參
觀
於
孟
荀
、

管
晏
、
老
莊
申
韓
列
傳
也
。」
と
あ
る
。

二　
「
補
校
漢
藝
文
志
第
十
」
第
三
条
に
、「『
漢
志
』
最
重
學
術
源
流
、

似
有
得
於
太
史
敍
傳
、及
莊
周
『
天
下
』
篇
、荀
卿
『
非
十
子
』
之
意
。」

と
あ
る
。
ま
た
、
本
章
第
十
条
及
び
第
十
一
条
を
参
照
。

三　
『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
、「
易
著
天
地
陰
陽
四
時
五
行
、故
長
於
變
、

禮
經
紀
人
倫
、
故
長
於
行
、
書
記
先
王
之
事
、
故
長
於
政
、
詩
記
山

川
谿
谷
禽
獸
草
木
牝
牡
雌
雄
、
故
長
於
風
、
樂
樂
所
以
立
、
故
長
於
和
、

春
秋
辯
是
非
、故
長
於
治
人
。是
故
禮
以
節
人
、樂
以
發
和
、書
以
道
事
、

詩
以
達
意
、
易
以
道
化
、
春
秋
以
道
義
。
撥
亂
世
反
之
正
、
莫
近
於

春
秋
。」
と
あ
る
。

四　

本
章
第
十
一
条
訳
注
六
を
参
照
。
な
お
、
章
学
誠
の
指
摘
す
る
箇

所
は
、
従
来
、『
荘
子
』
の
テ
キ
ス
ト
の
成
立
を
考
え
る
上
で
し
ば
し

ば
問
題
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
馬
叙
倫
は
、「『
詩
以
道
志
』
以

下
六
句
、
疑
古
注
文
、
傳
寫
誤
爲
正
文
。」
と
述
べ
（『
荘
子
義
証
』）、

ま
た
、
金
谷
治
は
六
経
を
列
挙
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、「
天
下
篇
」

を
先
秦
末
か
ら
漢
初
に
か
け
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る（「『
荘

子
』
天
下
篇
の
意
味
」、『
文
化
』
第
十
六
巻
第
六
号
、
一
九
五
二
年
）。

五　
『
荘
子
』天
下
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
百
家
徃
而
不
反
必
不
合
矣
。

後
世
之
學
者
、
不
幸
不
見
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
、
道
術
將
爲
天

下
裂
。
不
侈
於
後
世
、
不
靡
於
萬
物
、
不
暉
於
度
數
、
以
繩
墨
自
矯
、

而
備
世
之
急
。
古
之
道
術
有
在
於
是
者
、
墨
翟
、
禽
滑
釐
聞
其
風
而

說
之
、
爲
之
大
過
、
已
之
大
循
。
作
爲
非
樂
、
命
之
曰
節
用
、
生
不
歌
、

死
無
服
。
墨
子
氾
愛
兼
利
非

、
其
道
不
怒
。
又
好
學
而
博
、
不
異
、

不
與
先
王
同
、
毀
古
之
禮
樂
。
黃
帝
有
咸
池
、
堯
有
大
章
、
舜
有
大

韶
、
禹
有
大
夏
、
湯
有
大

、
文
王
有
辟
雍
之
樂
、
武
王
、
周
公
作
武
。

古
之
喪
禮
、
貴
賤
有
儀
、
上
下
有
等
、
天
子
棺
槨
七
重
、
諸
侯
五
重
、

大
夫
三
重
、士
再
重
。今
墨
子
獨
生
不
歌
、死
不
服
、桐
棺
三
寸
而
無
槨
、

以
爲
法
式
。
以
此
敎
人
、
恐
不
愛
人
。
以
此
自
行
、
固
不
愛
己
。
未

敗
墨
子
道
。
雖
然
、
歌
而
非
歌
、
哭
而
非
哭
、
樂
而
非
樂
、
是
果
類
乎
。

其
生
也
勤
、
其
死
也
薄
、
其
道
大

、
使
人
憂
、
使
人
悲
、
其
行
難

爲
也
、
恐
其
不
可
以
爲
聖
人
之
道
、
反
天
下
之
心
、
天
下
不
堪
。
墨

子
雖
獨
能
任
、
奈
天
下
何
。
離
於
天
下
、
其
去
王
也
遠
矣
。
墨
子
稱
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道
曰
、『
昔
禹
之
湮
洪
水
、
決
江
河
而
通
四
夷
九
州
也
、
名
山
三
百
、

支
川
三
千
、小
者
无
數
。
禹
親
自
操
讛
耜
而
九
雜
天
下
之
川
、腓
无

、

脛
无
毛
、
沐
甚
雨
、
櫛
疾
風
、
置
萬
國
。
禹
大
聖
也
而
形
勞
天
下
也

如
此
。』
使
後
世
之
墨
者
、多
以
裘
褐
爲
衣
、以
跂

爲
服
、日
夜
不
休
、

以
自
苦
爲
極
、
曰
、『
不
能
如
此
、
非
禹
之
道
也
、
不
足
謂
墨
。』
相

里
勤
之
弟
子
、
五
侯
之
徒
、
南
方
之
墨
者
苦
獲
、
己
齒
、
鄧
陵
子
之

屬
、
俱
誦
墨
經
、
而
倍
譎
不
同
、
相
謂
別
墨
、
以
堅
白
同
異
之
辯
相

、

以

偶
不

之
辭
相
應
、
以
巨
子
爲
聖
人
、
皆
願
爲
之
尸
、
冀
得
爲

其
後
世
、
至
今
不
決
。
墨
翟
禽
滑
釐
之
意
則
是
、
其
行
則
非
也
。
將

使
後
世
之
墨
者
、必
自
苦
以
腓
无

脛
无
毛
相
進
而
已
矣
。亂
之
上
也
、

治
之
下
也
。
雖
然
、
墨
子
眞
天
下
之
好
也
、
將
求
之
不
得
也
、
雖
枯

槁
不
舍
也
。
才
士
也
夫
。」
諸
子
略
墨
家
類
が
著
録
す
る
六
家
八
十
六

篇
の
書
に
つ
い
て
は
、
本
章
第
二
十
二
条
訳
注
二
を
参
照
。

六　
『
荘
子
』
天
下
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
不
累
於
俗
、
不
飾
於
物
、

不
苟
於
人
、
不

於
衆
、
願
天
下
之
安
寧
以
活
民
命
、
人
我
之
養
畢

足
而
止
、
以
此
白
心
、
古
之
道
術
有
在
於
是
者
。
宋
鈃
尹
文
聞
其
風

而
悅
之
、
作
爲
崋
山
之
冠
以
自
表
、
接
萬
物
以
別
宥
爲
始
、
語
心
之

容
、
命
之
曰
心
之
行
、
以
聏
合
驩
、
以
調
海
內
、
請
欲
置
之
以
爲
主
。

見
侮
不
辱
、
救
民
之

、
禁
攻
寢
兵
、
救
世
之
戰
。
以
此
周
行
天
下
、

上
說
下
敎
、
雖
天
下
不
取
、
強
聒
而
不
舍
者
也
、
故
曰
上
下
見
厭
而

强
見
也
。
雖
然
、
其
爲
人
太
多
、
其
自
爲
太
少
、
曰
、『
請
欲
固
置
五

升
之
飯
足
矣
、
先
生
恐
不
得
飽
、
弟
子
雖
飢
、
不
忘
天
下
。』
日
夜
不

休
、
曰
、『
我
必
得
活
哉
。』
圖
傲
乎
救
世
之
士
哉
。
曰
、『
君
子
不
爲

苛
察
、
不
以
身
假
物
。』
以
爲
无
益
於
天
下
者
、
明
之
不
如
已
也
、
以

禁
攻
寢
兵
爲
外
、
以
情
欲
寡
淺
爲
內
、
其
小
大
精
粗
、
其
行
適
至
是

而
止
。」
な
お
、
宋

に
つ
い
て
、
馬
国
翰
は
「
漢
志
」
諸
子
略
小
説

家
類
に
著
録
さ
れ
る
「
宋
子
十
八
篇
」
の
輯
本
を
編
纂
し
て
、「
宋

、

『
孟
子
』
作
宋

、
韓
非
作
宋
榮
子
、
要
皆
是
一
人
也
。『
漢
志
』
小

說
家
『
宋
子
十
八
篇
』、
隋
唐
志
不
著
目
、
佚
已
久
。」
と
述
べ
、「
宋

子
十
八
篇
」
に
附
さ
れ
た
班
固
自
注
に
は
「
孫
卿
道
宋
子
、
其
言
黃

老
意
。」
と
あ
る
。
尹
文
は
、
名
家
類
に
「
尹
文
子
一
篇
」
と
し
て
著

録
さ
れ
、
班
固
自
注
に
「
說
齊
宣
王
。
先
公
孫
龍
。」
と
あ
る
。
田
騈

は
、
道
家
類
に
「
田
子
二
十
五
篇
」
と
し
て
著
録
さ
れ
、
班
固
自
注

に
「
名
騈
、
齊
人
、
遊
稷
下
、
號
天
口
駢
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。
慎
到

は
、
法
家
類
に
「
愼
子
四
十
二
篇
」
と
し
て
著
録
さ
れ
、
班
固
自
注

に
「
名
到
、
先
申
韓
、
申
韓
稱
之
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。
關
尹
は
、
道

家
類
に
「
關
尹
子
九
篇
」
と
し
て
著
録
さ
れ
、
班
固
自
注
に
「
名
喜
、

爲
關
吏
、
老
子
過
關
、
喜
去
吏
而
從
之
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。
老

に

つ
い
て
は
、本
章
第
九
条
を
参
照
。
恵
施
は
、名
家
類
に
「
惠
子
一
篇
」

と
し
て
著
録
さ
れ
、
班
固
自
注
に
「
名
施
、
與
莊
子
同
時
。」
と
述
べ
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ら
れ
る
。
公
孫
龍
は
、
名
家
類
に
「
公
孫
龍
子
十
四
篇
」
と
し
て
著

録
さ
れ
、
班
固
自
注
に
「
趙
人
。」
と
あ
る
。


